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令和３年第７回占冠村議会定例会会議録（第１号） 

令和３年12月14日（火曜日） 

 

○議事日程 

  議長開会宣言（午前10時） 

  ◎所管事項に関する委員会報告（議会運営委員会） 

日程第 １  会議録署名議員の指名について 

日程第 ２  会期決定について 

  ◎議長諸般報告 

  ◎総務産業常任委員長報告 

  ◎村長行政報告 

日程第 ３  一般質問 

日程第 ４ 認定第１号 令和２年度占冠村一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

日程第 ５ 議案第１号 占冠村むらびと条例の一部を改正する条例を制定することについ

て 

日程第 ６ 議案第２号 占冠村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについ

て 

日程第 ７ 議案第３号 占冠村国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することに

ついて 

日程第 ８ 議案第４号 占冠村国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定すること

について 

日程第 ９ 議案第５号 令和３年度占冠村一般会計補正予算（第５号） 

日程第１０ 議案第６号 令和３年度占冠村国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第１１ 議案第７号 令和３年度村立診療所特別会計補正予算（第２号） 

日程第１２ 議案第８号 令和３年度占冠村介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第１３ 議案第９号 令和３年度占冠村歯科診療所事業特別会計補正予算（第２号） 

 

○出席議員（７人） 

  議長  ８番 児 玉 眞 澄 君   議長  １番 大 谷 元 江 君 

２番 藤 岡 幸 次 君       ３番 五十嵐 正 雄 君 

４番 細 谷   誠 君       ５番 下 川 園 子 君 

６番 小 林   潤 君 

 

○欠席議員（０人） 
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○出席説明員 

（長部局）     

占 冠 村 長 田 中 正 治  副 村 長 松 永 英 敬 

総 務 課 長 三 浦 康 幸  企 画 商 工 課 長 平 岡   卓 

農 林 課 長 小 尾 雅 彦  林 業 振 興 室 長 根 本   治 

建 設 課 長 小 林 昌 弘  住 民 課 長 伊 藤 俊 幸 

福祉子育て支援課長 木 村 恭 美  ト マ ム 支 所 長 石 坂 勝 美 

会 計 管 理 者 合 田   幸  総 務 担 当 主 幹 阿 部 貴 裕 

職 員 厚 生 担 当 係 長 坂 本 龍 哉  財 務 担 当 主 幹 鈴 木 智 宏 

税 務 担 当 主 幹 佐々木 智 猛  企 画 担 当 主 幹 竹 内 清 孝 

商 工 観 光 担 当 主 幹 橘   佳 則  農 業 担 当 主 幹 杉 岡 裕 二 

林 業 振 興 室 主 幹 高 桑   浩  建 築 担 当 主 幹 嵯 峨 典 子 

環 境 衛 生 担 当 主 幹 後 藤 義 和  戸 籍 担 当 主 幹 佐久間   敦 

国 保 医 療 担 当 主 幹 小 瀬 敏 広  保 健 予 防 担 当 主 幹 岡 本 叔 子 

村 立 診 療 所 主 幹 上 島 早 苗  社 会 福 祉 担 当 主 幹 野 原 大 樹 

介 護 担 当 主 幹 細 川 明 美  子 育 て 支 援 室 主 幹 森 田 梅 代 

（教育委員会）     

教 育 長 多 田 淳 史  教 育 次 長 平 川 満 彦 

学 校 教 育 担 当 主 幹 松 永 真 里  社 会 教 育 担 当 主 幹 蠣 崎 純 一 

（農業委員会）     

事 務 局 長 小 尾 雅 彦    

（選挙管理委員会）     

書 記 長 三 浦 康 幸    

（監査委員）     

監 査 委 員 木 村 英 記  監 査 委 員 下 川 園 子 

事 務 局 長 岡 崎 至 可    

 

○出席事務局職員 

事 務 局 長 岡 崎 至 可  事 務 補 三ツ谷 陸 翔 
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開会 午前10時00分 

○事務局長（岡崎至可） 起立、礼。村民憲

章を朗読します。 

ひとつ、健康で、幸せな家庭をつくりまし

ょう。ひとつ、自然を愛し、美しい環境をつ

くりましょう。ひとつ、きまりを守り、明る

いまちをつくりましょう。ひとつ、生産を高

め、活気ある社会をつくりましょう。ひとつ、

文化を育て、豊かな郷土をつくりましょう。 

お座りください。 

 

◎開会宣言 

○議長（児玉眞澄君） おはようございます。

ただいまの出席議員は７名です。定足数に達

しておりますので、これから令和３年第７回

占冠村議会定例会を開会いたします。 

 この際、当面の日程等について、議会運営

委員長の報告を求めます。 

 議会運営委員長、小林潤君。 

○議会運営委員長（小林 潤君） おはよう

ございます。12月７日に開催しました議会運

営委員会のご報告を申し上げます。今期定例

会における会期は、本日14日から15日までの

２日間といたします。議事日程、日割等につ

いては、あらかじめお手元に配布したとおり

です。以上で報告を終わります。 

 

◎開議宣告 

○議長（児玉眞澄君） これから、本日の会

議を開きます。 

 

◎議事日程 

○議長（児玉眞澄君） 本日の議事日程は、

あらかじめ、お手元に配布したとおりです。 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（児玉眞澄君） 日程第１、会議録署

名議員の指名を行います。 

 今期定例会の会議録署名議員は、会議規則

第124条の規定により、議長において６番、

小林潤君、１番、大谷元江君を指名します。 

 

◎日程第２ 会期決定について 

○議長（児玉眞澄君） 日程第２、会期の決

定の件を議題とします。 

お諮りします。 

本定例会の会期はただいまの議会運営委員

長からの報告のとおり、本日から12月15日ま

での２日間としたいと思います。これにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって会期は、本日から12月15日まで

の２日間と決定いたしました。 

 

◎諸般報告 

○議長（児玉眞澄君） これから諸般の報告

を行います。事務局長。 

○事務局長（岡崎至可君） 審議資料の１ペ

ージをお願いいたします。今期定例会に付議

された案件は、認定第１号から議案第９号ま

での10件です。説明のため出席を要求したと

ころ、通知のあった者の職及び氏名は村長以

下、記載のとおりです。 

審議資料の２ページをお願いいたします。

令和３年第６回臨時会以降の議員の動向は、

11月30日、総務産業常任委員会から記載のと

おりです。 

審議資料の４ページです。令和３年度教育

に関する事務の管理及び執行状況の点検及び

評価報告です。この件につきましては、11月

30日開催の全員協議会において教育委員会よ

り資料説明を行っております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 次に議長に提出され
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た総務産業常任委員会の報告書について説明

を求めます。総務産業常任委員長、五十嵐正

雄君。 

○総務産業常任委員長（五十嵐正雄君） 令

和３年 11月 30日、占冠村議会議長、児玉眞

澄 様。占冠村総務産業常任委員会委員長、

五十嵐正雄。所管事務調査に関する調査報告

について。このことについて、次のとおり事

務調査を実施したので報告する。 

１、調査期日、令和３年９月 14日。 

２、調査事項１、野生動物動向調査。２、 

林業新規就労調査。 

３、調査経過、調査にあたっては、副村長

外、各担当者の同行により、現地説明を受け

ながら実施した。 

４、内容、１、野生動物動向調査。占冠村

の野生獣対策は、専門員や大学との連携に

より他市町村から見ても進んでいると感じ

る。ただし、鳥獣対策専門員が１人のため

広い占冠村を管理するには業務が多忙すぎ

るのではないかと考える。例えば、占冠村

で研修をおこなった大学生等で野生鳥獣管

理学を学んだ方を雇用や活用に取り組むな

ど人的フォローも考慮願いたい。 

酪農学園大学の野生鳥獣管理学研究室が

でき、村の協力を得て研究しているようだ

が、どのような調査がされているのか住民

は知らない。研究調査の結果や成果など住

民向けの報告会や説明会を行い、村民が身

近に感じられるような機会をつくっていた

だきたい。それにより、住民にも野生獣対

策の知識・意識の向上が芽生え、より関心

のある村民性を育むことに寄与できると考

える。 

ヒグマ等の狩猟（有害獣駆除以外）につ

いては、実態や条例等の規制を常時チェッ

クし、生態系の維持や人との共存等、引き

続き調査研究を進めていただきたい。 

２、林業新規就労調査。全国的に林業の

イメージが良くなっている昨今、林業を生

業にと夢を求める若者も増えてきている。

現状では、各林業事業体の求人に対し、SNS

等を利用し就業に結びついていた。村とし

ても林業の魅力発信を全国的に行い、次世

代の人材確保を積極的に進めていただき、

林業の振興発展に努めていただきたい。 

移住先に占冠村を選び住宅を選定しても

条件が合わず、やむを得ず狭い住宅に居住 

していることや、林業就労者は機械管理な

ど自前ですることが多く、不便さを感じて

いる実態も確認された。このような状況の

中、長年この村に居住し作業を継続してい

くことは厳しい状況下であると考えている。

林業を施策の中心に掲げている村として、

林業労働者に特化した更なる施策も検討願

いたい。広めの居宅や、機械類の収納庫の

確保はもちろんのこと、雇用主へゆとりあ

る賃金の保証や、福利厚生の充実を働きか

ける等、林業労働者が住みよい環境となる

よう協議していただきたい。 

村内で施業している林業事業体は規模が

小さく、国・道への補助金交付申請が困難

であるとの事であった。将来的には各事業

体で交付申請等ができるような基盤体制を

構築できるような仕組みを村が協力するこ

とで、各事業体の経営強化に繋がり、村の

林業施策も向上していくものと考えるため、

積極的な取り組みを検討していただきたい。 

魅力ある森林環境・林道環境（観光）の

ニーズを調査・把握することも必要と思わ

れる。それを踏まえた施業設計を計画し実

行していくことも考慮願いたい。 
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５、調査の継続。委員会での調査の結果は

上記のとおりであるが、今後も引き続き調査

を行うものと決定した。 

以上、報告いたします。 

○議長（児玉眞澄君） これで諸般の報告

を終わります。続いて村長から行政報告の

ための発言を求められていますので、その

発言を許可します。村長。 

○村長（田中正治君） 議長のお許しがあ

りましたので行政報告をいたします。 

審議資料３ページになります。まず、１、

報告事項でありますが、本日配布の資料をご

覧いただきたいと思います。 

行政報告１、報告事項(1) 新型コロナウイ

ルスワクチン接種について。 

11月30日現在、12歳以上の住民への新型コ

ロナウイルスワクチン接種は、1052人が２回

目の接種を完了し、接種率は92.1％となって

おります。 

今後、12歳を迎える住民や未接種の転入者

など、１回目、２回目の予防接種を希望され

る住民については、富良野市で接種を受けら

れるようになっております。また、これから

始まる３回目の追加接種期間中においても１

回目、２回目の接種を受けることが可能であ

ります。 

国で接種が進められているワクチンは、高

い発症予防効果等がある一方、感染予防効果

や、高齢者においては重症化予防効果につい

て、時間の経過に伴い徐々に低下していくこ

とが示唆されています。このため、感染拡大

防止及び重症化予防の観点から、２回目の接

種を完了した全ての方に、追加接種の機会を

提供することが望ましいとされています。 

ただし、３回目のワクチン接種は、18歳以

上の方に対する追加接種として薬事承認され

ていることから、２回目の接種終了から原則

８カ月以上経過している18歳以上の方が対象

となります。本村においては、令和４年１月

中に医療従事者、２月から65歳以上の高齢者

の接種が実施できるよう接種体制の確保に向

け準備を進めてまいります。 

また、新たな変異株の発生による感染の再

拡大が懸念されておりますが、予防接種を受

けても100％感染を防げるものではありませ

ん。引き続きマスク着用、手指消毒、３密対

策など基本的な感染予防対策をお願いいたし

ます。 

(2) 災害における応急仮設住宅の建設に関

する基本協定の締結について。 

11月18日、一般社団法人日本ムービングハ

ウス協会と、「災害における応急仮設住宅の

建設に関する基本協定」を締結しました。 

本協定の締結により、応急仮設住宅が必要

となった場合に、平成30年の胆振東部地震に

おいて、むかわ町や安平町でも活用された応

急仮設住宅がより迅速に利用できるようにな

ります。 

近年、全国各地で想像を超える大規模な災

害が発生しており、災害により住居を失った

皆様への迅速な住宅提供が急がれる事例が多

くなってきております。今後もあらゆる災害

に対応できる災害に強い村づくりをめざし、

ハード・ソフト両面にわたり幅広い取組を進

めてまいります。 

(3) 山林の寄附受納について。 

この度、東京都江東区に本社を置く株式会

社コバリン（代表清算人 千葉 泰）様よりタ

ンネナイに所在する同社所有山（135万3716

㎡）及び立木について、村に対し寄附採納の

申出がありました。 

森林の概況といたしましては、総面積約

133ha中、人工林37ha(トドマツ、アカエゾマ

ツ林齢２～12年）、天然林94ha、伐採跡地２
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haとなっており、村内においても随一の規模

を誇る森林であります。 

当該山林は、同社の前身である株式会社小

林林業所の創業者で、王子製紙株式会社の副

社長等を歴任するなど、戦前戦後の日本林業

界の重鎮として活躍された、故小林準一郎氏

が所有していたものであり、株式会社コバリ

ンに移管後も、企業理念である「木に学び、

木を生かす」の実践に向け、現在に至るまで

持続可能な林業経営に努められてきておりま

す。 

この度の寄附採納につきましては、同社の

解散に伴う清算業務の過程で、地元の環境面

を含め当該森林をどうすることが最善かを検

討の結果、創業者から脈々と受け継がれたそ

の思いを村に継承し、愛着ある占冠の豊かな

森がさらに後世へと引き継がれることを期待

し、村への申出に至ったものと伺っておりま

す。 

村といたしましては、長期的な視野に立ち、

村有林として計画的な森林整備を行うことで

森林の持つ公益的機能の持続的発揮が図られ

るとともに、地域雇用の安定的創出が期待さ

れ、もって村内林業事業体の育成に大きく寄

与するものと判断し、寄附の申出をお受けす

ることといたしました。 

今後におきましては、寄附者の思いを深く

心に刻み、下刈り、除間伐等の保育作業、林

内路網の整備を的確に実施するなど、適切な

森林整備に努めてまいります。 

次、２の主な用務等でございますが、11 月

30 日、令和３年第６回占冠村議会臨時会以降

の行動につきましては記載のとおりでござい

ます。 

入札の執行についてはありませんでした。 

以上で行政報告を終わらせていただきます。 

○議長（児玉眞澄君） これで行政報告は終

わりました。 

 ここで暫時休憩します。 

休憩 午前10時21分 

再開 午前10時23分 

○議長（児玉眞澄君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。清流大学の皆様本日は大変ご

苦労様です。時間の許す限り傍聴いただけれ

ばと思います。 

 

◎日程第３ 一般質問 

○議長（児玉眞澄君） 日程第３、これから

一般質問をはじめます。 

質問の通告がありますので順番に発言を許

します。３番、五十嵐正雄君。 

○３番（五十嵐正雄君） 議長の許しを得ま

したので、大きく２点に渡って質問をしたい

と思います。 

まず、最初は占冠地区の集落対策です。こ

の問題については2019年６月の定例議会にお

いて私からの質問をしております。また、本

年９月には大谷議員からも質問されています。

2019年に村では集落対策の再点検に関する聞

き取り調査が行われました。村長はこのヒア

リングで住民のみなさまから真に必要性があ

る政策が何かを聞き取るのが主たる目的のヒ

アリングですと答えています。また、商店や

事業者からの聞き取り調査も行い占冠地区の

集落対策を取り組みますとも答弁しています。

ヒアリングから２年が経過していますが固ま

った取り組み課題等があればまず伺いたいと

思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 五十嵐議員のご質問

にお答えをいたします。まず占冠村集落対策

方針についてでありますけれども、住民相互

そして行政と住民との情報共有に基づく議論

を通じてより多くの住民が納得できる地域を

作り上げていくことが大切であるとの考えか
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ら、各地区での個別訪問、ヒアリング、住民

懇談会での意見聴取など経て2020年12月に占

冠村集落対策方針見直し版を策定いたしまし

た。占冠地区における直近３年間の人口及び

高齢化率を見てみますと、2019年10月末の人

口は86人で高齢化率が48.8％、2020年10月末

は人口82人で高齢化率50.0％、本年10月末は

人口87人で49.4％となっており、なんとか現

状維持を保っている状況であります。 

占冠地区のヒアリングでは、将来に対する

マイナスイメージの声は多くはありませんで

したが高齢化に伴う自家用車の運転の不安や、

行事の担い手を引き継げる人が減ってきてい

るといった声が聞かれました。 

いずれも高齢化の進展に伴う課題であろう

と認識をしております。こうしたことから占

冠地区は地域の行事や活動への参加者が多く

住民同士の繋がりも強いなど良好なコミュニ

ティが存在していると思っており、そのよう

な取り組みの中で地域が維持されてきたと認

識をしているところでございます。 

このままでは先細りしてしまうという不安

は十分理解しておりますし、私も何とかした

いという思いを強く持っておりますが、現状

において、こうしますと言ったお示しすると

ころまでには至っておりません。引き続き有

効な施策が導き出されるよう努力してまいり

ますのでご理解のほどよろしくお願いをいた

します。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ３番、五十嵐正雄君。 

○３番（五十嵐正雄君） 人口もこの間の経

過をみますと減ったり増えたりという状況が

続いていますけれども、いずれにしても高齢

化が進行している状況は基本的には間違いな

いと思っています。ヒアリングと住民懇談会

と実施して、この間占冠地区の集落対策を進

めてきているということでありますけれども、

村長答弁にありましたように、なかなかこれ

だという具体的な特効策というのはまだ出し

切れていないということであります。 

ここで提案なんですけれども、このへんに

ついて今後住民の方や地域の方や役場内での

議論等をぜひやっていただきたいと思うので

すけれども、占冠地区の人口減少を抑えるた

めには思い切った対策や取り組みが必要だと、

このへんについては村と基本的には考え方は

同じだと思います。そこで例えば以前にも村

として取り組んでいました村の面積の94％を

占める豊かな森林資源を活かした製材工場の

誘致。以前は占冠地区にも製材工場が２軒ほ

ど経営・運営していたわけですけれども、こ

ういったことを含めて森林資源を活かした製

材工場の誘致、それからこれもこの間議論し

てきましたけれども、郷土性の強い苗木を生

産する苗畑事業の村としての取り組み、こう

いったことができないのか。また、職員の居

住分散、それぞれの地域に役場職員も一緒に

なってその地域を作っていくという新しい方

法を考えていくことが必要だろうと思います。

そういった立場からすれば、職員の居住分散

を図って地域のコミュニティを住民と共に作

り上げていくという思い切った施策が必要な

時期に来ていると思っています。確かに職員

の居住権を分散するということについては、

それぞれの居住権のいろいろな問題もありま

すので簡単にはいかないと思いますけれども、

内部で十分議論しながら、やはり地域の人た

ちにいろんなことを提案してくれということ

で住民懇談会等開いてやってきてもなかなか

思い切った施策が組めないと。そういった意

味では直接その地域に役場職員が常にいて、

一緒になってその地域を支えていくというこ

とを通じて新しい施策というのを作り上げて

いくと。そういった思い切ったことを人的な
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取り組みをやっていかなかったら何回住民と

懇談して住民の要望を聞いてもなかなか集落

対策が思い切ってできないということであり

ますので、ぜひこういった３点ほど上げまし

たけれども、これらについて内部で十分検討

していく考えがあるか、まず村長に伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 議員ご指摘のとおり、

本村にはこれだけの自然、あるいは９割以上

占める森林資源を活用した取り組みや、関連

企業の誘致は非常に重要であると私も認識を

しているところであります。これら企業誘致

というのはなかなか難しい課題ではあります

けれども、そういったことが重要であり、有

効であるということで、今年度に入りまして

林産業関係の事業体より木工場の新設につい

ての相談がございました。占冠地区には企業

誘致条例に基づく用地がございますから、占

冠地区の村有地と、本村の企業誘致に関わる

補助制度を紹介しながら、何度かやり取りを

行った事例がありました。残念ながら現状に

おいては、成就には至りませんでしたけれど

も、こういった需要がこれから見込める可能

性の秘めた地域であることは間違いないと私

は思っております。あわせて先般、北海道開

発局に道路要望に行った際に、北海道開発局

が現在進めている働き方改革に基づく運転時

間の短縮、要は長距離輸送を一人の人間が一

気にできないということで、今実証実験で名

寄市にそういった実験施設を作る予定だそう

でございます。その際、北海道に何箇所かそ

ういった拠点施設が必要だろうということで、

たまたま占冠村は高速道路あるいは国道等々、

交通の要衝であるのでそういった可能性があ

る地域ですよね。というようなお話をいただ

いておりますけれども、これが成就するかは

また別としても、そういった期待される地域

でもあるということは間違いないのかなと自

分の中では思っております。そういった中で、

占冠村集落対策方針見直し版では、占冠地区

の目指す概ね10年後として、山菜あるいは野

生動物、温泉などの資源に恵まれ、豊かな自

然に囲まれた静かで安全な占冠地域、あるい

は地域の団結力を活かし住民同士が楽しく集

い助け合う占冠地区として位置付けをしてご

ざいます。今後におきましても各種事業によ

りコミュニティを維持しつつ、引き続き林産

業を始めとした企業の誘致に努め、森林環境

譲与税等も効果的に活用しながら林業振興の

みならず相乗効果が期待できる総合的な対策

を村としても検討を続けたいと思いますので

ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（児玉眞澄君） ３番、五十嵐正雄君。 

○３番（五十嵐正雄君） 集落対策について

は、いきなり進むということは大変厳しいわ

けですけれども、今村長から答弁があったよ

うに、やはりこの森林資源を活かした村の取

り組みというのは今後重要な柱になると考え

ています。現に旧斉藤木材の土場跡には村内

から生産されている間伐材が４千とか５千立

方積まれているわけです。これが占冠村で加

工するのではなくて、他市町村、工場のある

ところにここからまた運んでいくということ

で、村で木を育て上げ使えるようになった材

はみんなよそへ持っていって加工されると。

こういう状況がずっと続いているわけで、ぜ

ひこのへんについては村長も重点的に取り組

むと言っていますので、それが実現されて現

占冠地区には木工場の跡地が残っているわけ

ですから、村としてその土地を持っているわ

けですので、ぜひそういったことを最重要課

題として、あらゆる手段を使ってそういった

取り組みをお願いしたいと思います。 

次に２番目の問題です。公契約条例の制定
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です。この問題については、過去何回も議論

してきておりますが、残念ながら公契約条例

の制定には至っていません。村が発注する事

業については、あらゆる法律が厳守され働く

者の命や健康が守られなければなりません。

それと共に地元事業体の育成もこの公契約条

例によって図ることができると思っています。

村長は2018年の６月に私の質問に対してこの

公契約条例制定に向けて職員間の勉強会を開

催し、労働者の適正な労働環境となるような

施策や村契約の相手方の責任を明確にする基

本方針を制定していきます。今後は公契約に

関する基本方針を策定し条例化に取り組みま

す。ということを答弁しています。当然、庁

内でそういった検討がされていると思います

ので、この１日も早い条例の制定を望みます

けれども、その取り組みについて伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 議員言われている公

契約条例の制定につきましては、私が総務課

長時代から取り組んできている一つの課題で

あると思っておりますけれども、議員ご指摘

のとおり公契約に関する検討が遅れているこ

とに対して、お詫びを申し上げたいなと思う

ところでございます。 

現状、神奈川県地方自治研究センターの資

料によりますと、2020年の３月末現在、全国

で公契約条例が制定されている都道府県及び

市区町村は合計で61、その内訳は７県８区そ

れから44市２町となっております。北海道で

は旭川市のみで制定されております。議員が

言われるとおり、厳しい財政事情にあるとは

いえ村が発注する事業はそこで働く労働者の

生命や健康が確保できるよう配慮することは

当然であり、その一環として一定期間、一定

量の受注が確保される長期継続契約の導入や、

公の施設の指定管理期間の検討などを進めて

きているところでございます。公契約に関す

る定めにつきましては、市町村の人口規模や

業者数など、地域の特性によって様々な定め

方があるようです。今月17日には北海道地方

自治研究所主催による公契約学習会も開催さ

れるとのことです。今後におきましても、そ

のような学習機会への参加など様々な機会を

通じて職員の法務知識の向上に努めまして占

冠村の身の丈に合った実効性のある公契約の

ルールを検討してまいりたいと考えておりま

すので、ご理解のほどよろしくお願いしたい

と思います。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ３番、五十嵐正雄君。 

○３番（五十嵐正雄君） この公契約条例、

確かに北海道でも少ないわけですから一番手

になることは厳しいという話も以前はあった

のですけれども、そういうことじゃなくて、

やはりこの公契約条例を作ることによって例

えば冬期間の除雪作業等が始まったときに、

とんでもない物損事故や村の施設を破損する

と、こういう事故がおきてしまったわけです。

よくよく考えれば、こういった公契約条例で

企業に一定の労働者に対する教育をきちんと

やって、その中で安全運転、安全作業ができ

る体制を作っていかなかったら大変な問題が

おきてくるということなんです。今回こうい

ったことが初回の除雪作業の中で起きてしま

ったわけですけれども、これについては村か

ら一切報告ありませんから、中身に触れるつ

もりはありませんけれども、少なくともそう

いったことがこの公契約条例を作っていて、

その中に労働者教育とか安全作業そういった

ものをきちんと公契約条例の中で謳っておい

て、事業体にそれを課すということがきちん

とできていれば防げた事故ではなかったのか

と思って大変残念に思っています。そういっ

た意味で１日も早くこの条例を制定して働く
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人たちが安心して仕事ができるそういったこ

とが確保されるようなことをぜひ確立してい

ただきたいと思っています。１日も早い条例

が制定されることを願って質問を終わります。 

○議長（児玉眞澄君） これで３番、五十嵐

正雄君の一般質問を終わります。 

続いて、４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） 大きく３点質問いた

します。 

１つ目ですがニニウキャンプ場の今後につ

いて。10月24日ニニウキャンプ場の営業が終

了しました。村民はもとより近隣市町村、ニ

ニウキャンプ場利用者からも今後の活用方法

等について強い関心がもたれています。今後

の用途廃止に向けた動きとキャンプ場跡地の

活用及び方向性についてお伺いします。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 細谷議員のご質問に

お答えをいたします。ニニウキャンプ場の活

用方法ということでご質問でございます。こ

れまで議員のみなさまへは総務産業常任委員

会等にてニニウキャンプ場の閉鎖についてご

説明を申し上げ、一定程度のご理解を得たも

のと認識をしております。 

キャンプ場跡地の利用方法策でございます

がニニウ地区在住の羊飼育農家ニニウファー

ムよりぜひ羊の放牧地としての利用と占冠村

の自然環境と魅力及び羊肉の地産地消の発信

拠点として利用したい旨の申し出を受けてお

ります。村からの有効利用方策の諸条件とし

てキャンプ場跡地の施設改修は一切行わず現

状のままでの利用を前提とさせていただいて

おります。 

また、ニニウ交流促進施設整備に際しての

補助金整理事務につきましては跡地利用の有

効利活用で詳細事項が決定次第報告を申し上

げ、上川総合振興局調整課との協議をするこ

ととしております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） ただいまニニウファ

ームの件が出てまいりましたけれども、こう

いった検討、議論をぜひとも議会、村民に経

過を報告、説明すべきと思いますがいかがで

しょうか。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 議会、議員全員協議

会においてはキャンプ場の廃止後の利用につ

いて農業利用、放牧地等の利用をしたいとい

うようなお話はさせていただいておりました。

その時点では、村として大きな費用をかけれ

ないということで、この補助施設が入ってい

るものですから、売ることはできないんです

よね。貸し付けが条件なものですから農地利

用ということで、ぜひ進めたいなということ

でご説明をさせていただきました。 

住民のみなさんには今年の住民懇談会にお

いてキャンプ場の廃止について様々一定程度

のご説明をさせていただきましてご意見もい

ただいたところでございます。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） その利用についての

計画等も随時説明をすべきと思います。 

○村長（田中正治君） 今ご発言のご説明に

つきましては現状こういう方向でというお話

なものですから、固まったものがありません。

当然、予算計上も必要になってきますので、

予算計上、予算審議をしていただく前に総務

産業あるいは全員協議会において内容の詳細

をご説明し、ご意見をいただくということで

考えておりますのでご理解よろしくお願いを

したいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） ４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） それでは２点目、物

産館についてです。６月議会定例会一般質問
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村長答弁において、物産館有効活用とあわせ

てACES環境センターの調査を検討するとのこ

とでしたが進捗状況を伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 物産館の活用という

ことでのご質問と受け取りました。前段のア

スペン環境センターACESにつきましては当時

の回答としまして、アスペンの30周年事業が

計画されておりましたので現地に訪問をし、

その先進的な取り組みについて調査させてい

ただきたいと考えておりましたけれども、こ

のコロナ禍の影響でそれが叶わない状況とな

っているのはご存じのとおりかと思います。 

物産館の活用方法についての答弁は、利活

用の一つとして占冠版ACESとしての利用も考

えられるとの趣旨であり、物産館を占冠村の

環境センターとして活用することを前提とす

るものではございませんので、その点につい

てはご理解をいただきたいと思います。具体

的に物産館の活用につきましては村としてテ

レワーク拠点としての検討や情報提供などを

行ってまいりましたが、具体的な活用に至っ

ていない現状を考えますと、現在道東自動車

道の４車線化に伴いましてネクスコ東日本帯

広工事事務所の占冠工事事務所として検討を

進めたいなと考えているところでございます。

物産館につきましては、１階については長期

に渡り活用されてこなかったこともございま

して、ネクスコ東日本の考え方をご紹介した

ところ事務所としては当然必要ですし、期間

としてはトマム-占冠間で10年、それから占

冠-夕張間で10年、概ね20年近くかかるだろ

うということもありますし、この高速道路を

PRするパネル展示や説明スペースも必要だと

いうようなお話もありまして当然議会含め住

民のみなさまにもご理解いただければ、この

施設についてそういった利活用を図っていき

たいなと考えております。食堂等との相乗効

果も期待できますし、そういったことを考え

ているところでございます。ちなみに道東道

の計画でございますが、現在設計が進んでお

りまして来年度４年度に設計を終えて５年度

から着工したいという状況でございますので、

そういった事業にあわせて取り進めてまいり

たいと思ってますのでご理解よろしくお願い

します。 

○議長（児玉眞澄君） ４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） ただいまネクスコの

事務所という案も出てまいりましたが、占冠

村の持続的可能な自然環境、それから観光を

考えますとACES環境センターのような機能を

持った組織がこの施設に入るのが理想と考え

ます。ACES環境センターについては担当者だ

けではなく有識者、村民、関係団体など調査

検討委員会などを構成し進めていくべきと考

えますが、今後の方向性をお伺いします。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 議員言われておりま

す環境センターにつきましては、今ご紹介あ

ったように専門職をはじめそういった人材等

の経費、あるいはこの調査等に関わる経費を

誰が負担するんだという問題があると思うん

ですね。そういったことも含めてアスペンで

はどうなっているのだろうということを実際

に現地で調査したいなということを前回申し

上げたかなと思います。これが、村がそうい

ったものを設置して、そういった専門的な知

識を有する方々にご協力をいただくというこ

ととなれば、相当の経費を用意しなければ来

ていただけないのかと考えてますので、具体

的には現在そういったものを進めたいという

ことでは考えておりません。環境問題につき

ましては学術等の産学官民連携の取り組みは

可能かと思いますので、そういったことにつ
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いては検討していきたいなと思っております。

以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） ２つ目ですが、２階

郷土資料室の改善は前教育長時代から指摘さ

れていましたが全く進展がありません。展示

方法等、新教育長の今後の方針を伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 教育長。 

○教育長（多田淳史君） それでは細谷議員

のご質問にお答えさせていただきたいと思い

ます。 

郷土資料室の改善に関しましては、令和２

年３月それから12月の議会におきましてご指

摘をいただいております。地域、それから専

門家のご意見を伺い取り入れながら展示方法

等の検討を行っていく旨の答弁をしておりま

すけれども、今年度につきましては高速道路

の建設調査のために来村しました北海道埋蔵

文化センター、こちらの専門員の方に用途不

明の展示品の鑑定を依頼したり、台帳のデー

タ化、こちらに取り組むなどしているところ

でございますが、展示物や表示の改善につい

ては少しずつなんですけれども実施をしてい

るところでございます。 

今後、今年度事務的な作業に終始をしたと

いうところもありまして資料室の大きな改善、

目に見えるような改善には至っていないとい

うところで反省はしているところなんですけ

れども、以前からご指摘をされているとおり、

郷土資料室の改善こちらには人員不足に加え

まして、地域のみなさん、専門家の方々の協

力が必要であると考えております。地域のみ

なさまに現状ご説明申し上げましてご意見を

伺ってお手伝いをいただきながら、資料室を

改善していきたいと思っております。方向性、

こちらのほうは出さなければいけないという

ことで、私も就任をしてから１カ月半という

ことですので、これから教育行政の執行方針

等の中にそれらも加えながら改善に努めてま

いりたいと考えておりますのでご理解の方お

願いいたしたいと思います。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ここで11時10分まで

休憩します。 

休憩 午前11時01分 

再開 午前11時10分 

○議長（児玉眞澄君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

一般質問を続けます。４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） 先ほどの答えに対す

る再質問ですが、郷土資料室には村の大変貴

重な資料や農具、民具、時代背景が読み取れ

る展示物が寄贈されており占冠村の文化遺産

です。一方で村外の資料や展示物が混在して

おりストーリーが感じられません。展示物が

当時どのように使われ、いかに貴重であるか

展示方法次第で五感で感じられるような魅力

ある郷土資料室になると思います。ある程度

の予算も必要であると考えます。村内有識者

や博物館学芸員などで委員会を構成し進める

べきと考えます。考えをお伺いします。 

○議長（児玉眞澄君） 教育長。 

○教育長（多田淳史君） お答えいたします。

議員のおっしゃることはもっともかと思って

おります。今展示室の方には、いろいろな物

が展示されておりまして確かに教育委員会の

中でも展示については考えながら展示の方を

させていただいてはいたのですけれども、や

はり種類によってですとか、時代背景によっ

てですとか、見せ方というのはいろいろある

かと感じています。有識者それから地域の

方々、こちらの委員会を設置してというご意

見ですけれども、まずは地域の方と一緒に時

代背景等も確認しながら設置についてざっく

ばらんな意見を交わしながらやっていければ
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なと今思っているところで、これから新年度

に向けてそのようなお話合いといいますか、

意見交換の場等を設けていきたいなと考えて

おります。その中で、ある程度方向性が出た

段階で専門家のご意見も伺っていければなと

考えておりますので、今後なんとかそのへん

は良いものを作りたいというところで努力し

てまいりたいと思います。以上でございます。 

○議長（児玉眞澄君） ４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） この郷土資料室は長

年に渡ってこのままの状態で、逆に最近は説

明文などが撤去されて、何が何だかその展示

物がどういう利用がされていたとか、どんな

貴重な物かとか、そういったものが全くわか

らない状態ですね。早急にこのへんは計画を

して進めるべきと考えます。 

次に３番目の村内の表示看板についてです

が、237号線、湯の沢温泉前、日高峠下、道

の駅前及びＪＲ占冠駅の村内案内表示には、

すでに営業廃止されたニニウ自然の国やサイ

クリングターミナルなどの施設が記載されて

います。また、道道夕張新得線の不思議な泣

く木には架空と思われる物語が掲示されてい

ます。事実と異なる内容と思われ誤解を招く

恐れもあり、観光を掲げる村にはそぐわない

と思います。それぞれ訂正なり撤去してはど

うか考えをお伺いします。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 村内の表示看板につ

いてのご質問です。以前からそういったご指

摘をいただいておりまして、議員おっしゃる

とおり村内各所にある案内表示等については

現状にあわない表記がされているものもあり

ますので順次対応をしてまいりたいと思いま

す。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） ニニウ自然の国サイ

クリングターミナルは看板を見て観光客がニ

ニウまで来て廃止・撤去されたことを知り残

念がったり、不思議な泣く木にあっては看板

を見て物語について問い合わせがあるとも聞

きます。アイヌ伝承でも神話でもなく創作さ

れた物語と聞きます。展示するのであれば真

意を正すべき。これを機会に村内案内看板等

を見直しが必要と考えます。対応を伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 先ほども申しあげた

とおり現状とあわない表記があるものについ

ては順次対応をさせていただきます。以上で

す。 

○議長（児玉眞澄君） これで４番、細谷誠

君の一般質問を終わります。 

 ５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） 私から大きく２点質

問させていただきます。 

まず１点目、埋立ゴミについて質問いたし

ます。最終処分場の嵩上げは進み、ゴミの減

量化や３Ｒの推進など周知を進めていただい

ているところですが、今回嵩上げでどれだけ

の容積が確保できたのか、今後何年維持する

ことを想定しているのか、また現状ゴミの排

出量がどの程度減ってるのか伺います。容積

は通常数字でお答えいただいているのですけ

れども、数値だけだとどうしても見えないし、

わからないということもありますので、でき

れば住民が想像しやすいような数値、例えで

伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） ゴミの最終処分場に

おける埋立ゴミについてのご質問にお答えを

いたします。下川議員のご質問にお答えをい

たします。 

まず、始めに嵩上げがどれだけの容積が確

保したのかという点でございます。埋め立て
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量につきましては、これまでが４万5060㎥、

新たな嵩上げによる埋立量が６万4440㎥、埋

立量にして１万9380㎥の増量ということで、

最後にこの量だとわかりづらいというご指摘

でございますので、容積の例え方がいいか悪

いか別として、縦100ｍ、横100ｍ、高さ２ｍ、

私が100ｍ、100ｍ歩いたくらいの量になると

いうことになります。 

次に今後の何年維持できることを想定して

いるのかということでございます。埋立処分

の計画としましては、埋立予定期間を令和４

年４月から令和16年６月までとしておりまし

て、埋立期間は12年３カ月を予定しておりま

す。 

次に、現状ゴミの排出量がどの程度なのか

ということでございますけれども、排出量の

実績値は令和元年度の埋立実績は1406ｔ、令

和２年度の埋立実績は990ｔ、令和３年度の

埋立量につきましては令和２年度程度と予測

をしております。ただ、今建設中であります

計量器がありますけれども、計量器をもって

計ったものではないので重量換算して求めて

いるということでございますので、今後そう

いった数字が明らかになってくるだろうと思

います。また令和２年、３年におきましては

このコロナ禍の影響で平常時と異なる生活状

況のため単純に比較できる数字ではないのか

なと思っております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） 容積についてはある

程度わかりやすい数値になったのかなと思い

ながらも、実際は埋立てられる量に１年間の

排出量がその時点でどのくらい増えるかとい

うのは目に見えてわかるものではないと思い

ます。実際には予定では12年３カ月埋められ

るんじゃないか、置いていけるんじゃないか

ということで使っていても、やはりゴミが増

えればもっと年数は短くなってしまうし、ゴ

ミが減れば年数は増えるということになると

思うのですね。実際このまま使っていくと本

当に12年使えるのかな、という疑問はあって、

仮にトラックスケールで計量ができるように

なるとは言いつつも、その計量した実績とそ

の数値が面積にどういう反映の仕方をするの

かというのは素人にはわからない。住民には

わかりづらいのかなと思っています。実際に

これを長く使っていくためには、自分たちの

努力というのも必要だと思っているのですけ

れども、なかなかそういったものが見えてこ

ない。確かに減量化に向けて３Ｒ推進しまし

ょうといって広報とかを入れていただいたり、

住民懇談会で説明は受けているのですけれど

も、「実際に今どれだけ使ったよ」、「みんな

今年これだけ捨てたよ」というのは見えない

ので、いつまで使えるのかなって心配になる

人は心配になると思います。 

分別も気になる人は徹底して分別してくれ

ると思うのですけれど、なかなかそういう数

字として見えてこないから分別も「まいい

か」になってしまうこともあると思います。

なので分別推進について長期間これからも使

えるようにするためには、分別の推進という

のをもっとしていかないと、今使えると思っ

ている12年はもたないのではないかと思うの

ですが、そういったところは今後どのように

進めていくのか伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 排出量と利用期間の

問題を今ご質問なんですけれども、一定程度

の定数を持って計算された結果が現在お示し

している数値ですので、ご指摘のとおり排出

量が増えることで利用期間が短くなるという

のは当然の理論になると思います。そのこと

を少しでも長く利用するためにゴミの減量化
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についてご協力をいただくということを一生

懸命地域にもお願いをしている。あるいは、

一番大きいのは事業系ゴミですから、事業所

には減量をお願いするということです。事業

所においても生ゴミの資源化、あるいはリサ

イクルゴミの分別含めてもっときっちりやっ

てほしいと事業者に対してもお願いをしてい

るというところです。住民のみなさまにもお

願いをしなければならない。事業者にもお願

いをして減量化を図って少しでも長寿命化を

図るということで進めていきたいということ

でございます。ですから今、想定で「こうな

る」「ああなる」という議論はできないとい

うことです。 

○議長（児玉眞澄君） ５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） ゴミの減量について

はこれからも引き続き自分たちも気にしなが

ら広報等の活動もしていただきながら進めて

いくことになるであろうとは思ってはいます。

今回この嵩上げと同時に、埋立地を確保した

時点で今度は広域の中でも中間処理処理施設

等の建設の検討ですとかそういったこともさ

れていく予定になっていたかと思いますが、

中間処理施設の協議等は現状進んでいるのか

どうか伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 広域圏においての議

論については、中間処理施設を作ろうという

ことではなくて基本的にはそれぞれが分担処

理をしようということで協定を結んでいると。

例えば分担処理でいけば、富良野市がし尿浄

化槽で生ゴミを分担すると。上富良野でいけ

ば衛生用品、粗大ゴミ、あるいは焼却ゴミ。

中富良野の担当は資源回収センターというこ

とでプラスチック類、ペットボトル、空き缶。

南富良野は小動物焼却施設。占冠は衛生セン

ター等の不適物の処理と焼却灰の処理を一般

廃棄物処理施設でやるということで、分担処

理を基本としてこれからもやっていきましょ

うということになっています。そういった中

で焼却施設処理というのはこれから基本に大

事になってくる。というのは一般廃棄物の最

終処分場を作ろうにも中間処理、つまり焼却

しないものについては補助金出しませんよと

いうようなこともありますから、焼却処理も

必要になってくるし、そのことによって占冠

のいろんな最終処分場の維持、延命が図られ

るということなので、富良野広域圏に私がお

願いしているのは、この広域分担処理の中で

焼却処理を担当している上富良野町にぜひ占

冠の焼却もお願いしたいということを申し上

げています。 

現状では中富良野町と南富良野町がしてい

るので占冠までは面倒見れないということに

なってます。上富良野からお伺いしているの

は、今の焼却施設が耐用年数と老朽化によっ

て建て替えがあるので、その際に占冠村も希

望すればそれにあわせた施設を用意できるだ

ろうということを言われてますので、そうい

った施設の更新計画をもって占冠村もそこに

参加をしたいということで上富良野町に占冠

村の希望を申し上げているという状況でござ

いますので、検討材料ということで５市町村

それぞれ今後も協議をしましょうということ

で合意をしているという内容でございます。

以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） 中間処理施設のお話

については今の説明で理解できたのですが、

焼却施設で焼却した最終ゴミ、焼却の灰にな

るものは最終的には埋立てをしなくてはいけ

ないものなのだと思います。今の分担処理の

方法でいくと占冠は焼却灰になる物も埋立て

いると思いますが、そういった物も受け入れ
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る中で今後、今使っている今回延命化された

最終処分場が多分いつかは一杯になりますよ

ね。いずれにしても12年という予定を立てて

いるので、その12年後とかには必要になって

くるものなんだろうと思います。そういった

ものについてはどの時点から検討、次の埋立

地を作らなくてはいけないのか、そういった

計画というのはいつ頃からされるのでしょう

か。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 最終処分場の受け入

れ、占冠での全ての町村の焼却灰を受け入れ

るということではないんです。今分担処理で

やっているのは、衛生センターの不適物、動

物死骸の焼却残さ、焼却灰、これを受け入れ

ていますよということで、それぞれ最終処分

場持っているんですよ。中富良野も今年、最

終処分場の嵩上げをしています。占冠もやっ

ています。いずれにしても中富良野と話をし

ているのは、焼却炉を持たないとこの最終処

分場はもたないね。ということで全体の中で

の焼却施設がないとそれぞれ大変ですよね。

ということで理解をお互い共有しているので

すけれども、そういったことでそれぞれ最終

処分場は用意をすると。ですからうちが持っ

ていったゴミを燃やしてもらって灰を持って

帰ってくるかどうかはそこまでは詰めていま

せんけれど、基本的にはうちが燃やしたもの

はうちが受け取って帰る。うちの最終処分場

に入れるということは考えられるということ

なので、今言われる全ての焼却灰をうちが引

き受けるということではありませんので、そ

の点はよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） ５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） では２点目の質問さ

せていただきます。 

外国人の居住者のサポート体制について伺

います。外国人の居住者が年々増加傾向とな

っています。12月の広報誌によると若干減っ

たのかなというところではあるのですが、増

加傾向は続いていて、案内文ですとか申請書

類というのは基本日本語のものだけです。外

国人居住者の方は、日本語は話せても読み書

きができない方が多いです。日常生活を送る

にも日本語の読み書きができないため苦労さ

れています。例えば回覧板等で案内は回りま

すが内容は全く理解していません。そういっ

た方に可能な限り近隣住民の方もサポートは

していますが、外国人が多く住む村としては、

住民サービスとしても相談窓口などがあって

も良いのではと考えます。外国人の居住者に

ついてのサポートはどのように考えるか伺い

ます。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 外国人居住者のサポ

ート体制ということでのご質問でございます。 

占冠村の令和３年11月末現在の外国人登録

者数は28か国147人でござます。総人口に占

める割合が12％となっておりまして、とりわ

けトマム地区においてはコロナ禍による一時

的な減少はあるものの、コロナ収束後更なる

増加が予想されます。村としては現状に対応

するため事業所との連携を図るとともに、村

ホームページの多言語化、外国人向けのチラ

シ配布、AI通訳機を導入して対応してまいり

ました。地域の方々がかなりお手伝いをいた

だきまして、外国人に対するフォローをされ

ているとお聞きしており、小さな村だからこ

そできるきめ細かな取り組みに大変感謝をし

ているところでございます。 

ご質問の窓口対応に留まらず、日常生活の

サポートとして相談窓口が必要であるとのご

指摘でございますが、現在新たな相談窓口の

設置は考えておりませんが、その役割を果た
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すのがトマム支所機能と考えておりまして、

事業所との連携をさらに強化しながら本村で

暮らす方々が国籍を問わず、心豊かで幸せを

実感できる村づくりを進めてまいりたいと考

えているところでございます。 

現実にトマム支所にご相談に来ていただけ

れば概ね対応はさせていただいているという

ところでございますけれども、どうしても身

近なところで外国人がご相談されるというこ

とで住民のみなさんにもそういったご苦労か

けている部分については本当に感じておりま

すけれどもぜひご協力をお願いしたいと思っ

ております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） 外国人の方が困った

ときにトマム支所に行けばトマム支所でも対

応をしていただけるということではあります

が、今実際対応もしていただいています。た

だ相談事については多岐に渡っていて、実際

に本当だったら役場という場所に行かなくて

も役場で相談できる内容じゃないものについ

ても役場にもっていくというのが実際のとこ

ろかなと思います。業務の中でやはりそうい

った相談に対して割ける時間というか、相談

にのってあげられる時間というのが、今の体

制だと限られてしまうし、それも常時あるわ

けではないので人的な要員として窓口を作り

ますとか、そうはならないとは思いますけれ

ども、ただ現状のまま「トマム支所に行けば

相談できますよ」と言ってもなかなか相談し

づらい状況かなと思います。窓口として開設

されているわけでもないし、どうしていいか

わからないから行ってみたら相談できたって

いうような状況になると思います。なので、

どういった方法がいいかというのはまだまだ

検討しないといけないとは思いながらも、や

はりそういった行けば相談ができる場所とい

うのが設置されていると安心して生活ができ

る。例えばなにかの申請書類を書かなきゃい

けない、持っていかなくてはいけない、その

申請書類の書き方もわからなければ中身もわ

からないというようなのが現状なので、やは

り居住者の方にもここが「相談窓口ですよ」

とか「ここで相談できますよ」という設置を

したほうが良いと考えます。そういったとこ

ろをどのように考えていただけるのか伺いま

す。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 外国人のそういう相

談事というのは多種多様ということでござい

ますけれども、現場に聞いてみますと村に関

係ない申請書だとかも持って相談に来るけれ

ど、それも対応して書き方を教えてあげたり、

書いたりしているというのは現実の事務とし

てあるということで、そこが相談できる場所

だということをどう知らしめてやるかという

こととあわせてトマムにおける体制の問題を

今の２人がいいのか、どうなのかというのも

含めて検討は必要かなというようには思いま

すので、そのへんの検討はさせていただきた

いとは思っております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） これで５番、下川園

子君の一般質問を終わります。 

 ６番、小林潤君。 

○６番（小林 潤 君） 私からは保育所の

運営体制についてお伺いをしたいと思います。 

９月定例会において田中村長２期目のスタ

ートにあたり所信表明があり、占冠保育所の

新設、トマム保育所の改築を進め１歳児保育

が行える基盤整備を行い子育て支援政策の充

実に努めるとありました。該当する保護者の

方も期待してることと思います。 

11月の広報で地域おこし協力隊（子育て支

援）それと役場職員（保育士）の募集のこと
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が載っておりました。１歳児保育支援の取り

組みの一環と考えます状況も確認してみます

と、なかなか募集に対して応募がなかったと

いうのも聞いております。そこで、現時点で

の中央とトマム保育所での一時預かり事業を

利用している１歳児の人数と、それに募集し

て応募がなかったということで、なかなか苦

労されてると思うのですけれども、対応して

いる職員、スタッフでも構わないのですけれ

ども、その体制についてまずはお伺いしたい

と思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 小林議員のご質問に

お答えをいたします。 

保育所運営に関わって一時預かり事業の体

制ということのご質問でございますが、現在

の利用者は一時預かりの利用者につきまして

は中央で２人、トマムで２人、対応する職員

は１歳児１人に対し１人の職員が対応するよ

うにしており現在は利用日に２から３人を配

置しながらマンツーマンで対応できるように

行っております。この募集に関わっての現状

でございますけれども、現状については会計

年度任用職員、子育て支援員の登録人員は中

央が６人、トマムが７人となっておりますが、

他の仕事を兼任しているなどの状況から同日

に登録者全員が従事することができる状況に

はなかったということで、一時的に対応する

職員が不足し役場の事務職員等がそれに対応

する場面がありました。しかし、この11月と

12月に再度の募集で応募がありまして職員を

増員していますので現在のところは不足する

状況にはなっていないということでございま

す。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ６番、小林潤君。 

○６番（小林 潤君） 今の説明で募集した

けれども応募がなかったという場合には、や

むを得ず職員の手も借りてやってたというこ

とで11月、12月の募集には応募者がいたとい

う説明でしたけれども、現時点ではサポート

する職員が不足して事務方の職員もお手伝い

したというそういう状況はなくなったという

理解でよろしいでしょうか。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 現状においては予定

通り出勤していただければ職員が出向くこと

はないのですけれども、どうしても休暇とか

休みとか入った場合には臨時的に対応する場

合はあるかと思います。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ６番、小林潤君。 

○６番（小林 潤君） それでは次に移りた

いと思います。 

今、村長から説明あって大分理解したので

すけれども一般的に保育士等の募集について

は応募がないということです。今11月、12月

の直近の状況は説明ありました。新年度に向

けて保育所の運営、特に今１歳児は中央が２

人、トマムも２人とこれらの１歳児のお子さ

んは来年度も２歳児のクラスになりますね。

そして新たに新年度の１歳児の対象者も多分

該当者がいるので入ってくると思うんですよ

ね。そういう部分でその数を踏まえて新年度

の保育所運営体制についてどのように考えて

対応するスタッフ確保のためにどのような具

体的な取り組みを検討、実施しているのか伺

います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） １歳児保育に関わっ

て来年度の対象者、１歳児につきましては中

央で６人、トマムで４人の予定でございます。

そういったことから一定の職員の補充は必要

だろうということで、新年度の保育所運営体

制につきましては保育士の募集等々これまで

もやってきております。町村会の募集では応



 19 / 44 

募はありませんでしたけれども、11月以降数

件の問い合わせ、応募もありましので、今後

面接等を行い新年度以降保育所の運営に支障

のないよう職員の確保に努めてまいりたいと

思っております。すでに面接は１名やってお

りまして、これから数名の面接も予定してお

りますけれども、職員の採用については２名

を予定しているところでございます。以上で

す。 

○議長（児玉眞澄君） ６番、小林潤君。 

○６番（小林 潤君） 新年度に向けた具体

的な職員募集の説明を伺いました。新年度の

１歳児の人数、現在の２名からあくまでも対

象者ということですけれども、中央が６名、

トマムが４名、そして前段で説明ありました

１歳児については１人の職員がサポートする

体制をとらなきゃならないというようなこと

でしたので、村で募集をかけても相手がある

ということで応募に100％応えられるという

こともないとは思うのですけれども、少なく

てもそういう保育所内での事故等を防ぐため

にも職員確保を努力、それから十分な体制の

下で保育所を運営していってもらいたいとい

うことを申し上げさせてもらって私の一般質

問は終わります。 

○議長（児玉眞澄君） これで６番、小林潤

君の一般質問を終わります。 

 １番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 議長のお許しを得ま

したので１問だけですけれども質問させてい

ただきます。 

先ほど、下川議員から嵩上げ埋立ゴミの関

係で質問があったと思うのですが、一般廃棄

物最終処分場の事故防止対策についてお伺い

いたします。嵩上げが進んで終わっておりま

して、現地見させていただきましたが、嵩上

げされた部分の嵩上げが以前の敷地内にはみ

出ている形の嵩上げも見受けました。そこに

トラックスケールが設置されているのですが、

そのトラックスケールも既存の道路から外れ

て設置されて、もちろんそうなるのだろうと

は思ったのですが、その周辺に電柱が立って

いたり、嵩上げされたゴミ処分場に向かうの

にも急な坂道になっていたりと危険な箇所が

何点か見受けられました。これに対して事故

防止の対策はされているのか、供用開始が来

年４月からとなっておりますので、それに向

けてどんな方策を立てているのかお伺いした

いと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 大谷議員のご質問に

お答えをいたします。 

議員がご心配されております最終処分場の

工事に関わって電柱と支線の位置でございま

す。これについてのご心配かと思いますけれ

ども現状、計画を見る中で計画の段階で承知

をしておりましたので工事開始前に現地測量

を行い再確認したところでございます。そう

いったことから支線が道路に近いため、トラ

ックスケールの位置を変更し、より支線が支

障とならない位置に道路を移動していますの

で事故防止対策の必要はないと判断をしてご

ざいます。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） １番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 事前調査、事前測量

されているということでしたけれども実際に

工事の段階をみていますと、支柱がトラック

スケールに入っていくための道路に隣接して

いました。経験者だけが運んで入っていくの

であれば問題ないのかもしれませんけれども、

一般民間人、本当に素人さんが運んでいくと

いうことになれば、そういうことも起こりえ

るのではないのかなと私は危惧したのですけ

れども、そのへんの観点はどのようにお考え



 20 / 44 

でしょうか。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 工事の現状の写真を

今見ておりますけれども先ほども申し上げた

ように電柱と支線、電柱から出ている支線が

道路とかぶらないというか、道路から離れた

位置に変更しているので、改めてそこに事故

防止策だとかガードレールとかの施工は必要

ないじゃないのかということで報告をいただ

いているということでございます。 

○議長（児玉眞澄君） １番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 夏場はそれでいいの

かなと思いますけれども冬場、そこのトラッ

クスケールに入っていくための道路には除雪

の必要性も出てくるのだと思うんですね。そ

の除雪の雪だまりが支柱というか支線にかか

るので見えなくなるということになりかねな

いなと思ったんですよね。それでも今の現状

でいいというお考えと村長のお答えには感じ

ましたけれども、そのへんはどうでしょうか。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 一定の距離を持って

設置しているので、そういった事故がおきな

いように作り替えたと聞いておりますので、

そういったことはないと私は思っております。

以上です。 

○議長（児玉眞澄君） １番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） では支柱に関しては

答弁を受けたということで事故のないことを

望んでおきます。 

トラックスケールから出た部分で処分場へ

入って行く道路、それも改修されると踏んで

もよろしいのでしょうか。嵩上げした堤防の

土台の部分というのでしょうか。既存の施設

からはみ出てというか、敷地外の方に出てい

るなら問題はないのかもしれませんけれど、

今までの処分場の中に踏み込んだ設置のされ

方をしていると見ましたが、そこへ向けての

道路への改修工事とかも予定されているんで

しょうか。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 議員言われているト

ラックスケールが最終処分場の中には入って

いないんです。もともとの進入路はそのまま

ありますよね。トラックスケールに入って行

く道路を新たに作っているということなので、

ここは分かれていくので問題ないのかなと。

既存の今まで入っていた道路は道路として舗

装道路は残っていますから、トラックスケー

ルの施設に入る取り付け道路から計量をして、

また元に出て戻っていくということで、逆に

そこにお互いが邪魔をしあうということはな

いと思っています。 

○議長（児玉眞澄君） １番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） トラックスケールへ

向けての道路は理解しています。トラックス

ケールから出たあと坂道になっているんです

よね。既存の道路がトラックスケールを出た

後またカーブをしながら最終処分場に向けて

入って行くという形に見受けられたんですね。

嵩上げした堤防が既存の敷地内より中へ設置

されていますので、トラックスケールから出

た車がカーブにカーブを重ねて入って行く状

態になると考えてみたのですが、そこのとこ

ろの道路の改修はされるのか。結構かなり急

な坂道になってきてましたので、そのへんの

事故防止対策は考えられているのかというこ

とです。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） トラックスケール施

設を出て既存の道路に戻ってこれまで同様、

同じルートで埋立地に入るということなので、

そういった心配はないのかなと思っておりま

す。 
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○議長（児玉眞澄君） 大谷議員君、図面上

でもう一度確認いただけますか。ここで休憩

しますので、ここで午後１時まで休憩いたし

ます。 

休憩 午後０時00分 

再開 午後１時00分 

○議長（児玉眞澄君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

一般質問を続けます。１番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江） 大変いろいろと中断さ

せてしまいましたことお詫び申し上げます。 

副村長、担当者から説明を受けましたので

理解はいたしましたが、事故というのは想定

しないことが起きうるということがございま

すので、最善の事故防止対策を希望して質問

を終わらせていただきます。よろしくお願い

いたします。 

○議長（児玉眞澄君） これで１番、大谷元

江君の一般質問は終わります。 

 ２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） それでは早速、質問

に入らさせていただきます。 

最初の質問になりますが、新規就農支援策

について伺いたいと思います。新規就農支援

策については、国はもとより本村自体として

も取り組まれており、村長の執行方針の中で

も農業振興の大きな柱と位置づけられている

ところでありますが、来年度より49歳以下の

新規就農者に対する国の方針が刷新されまし

て、これまでの全額国負担から各自治体との

折半になるとの報道がマスコミ等で大きく報

道されておりますが、本村としてこれを受け

どのような施策実行するかお伺いしたいと思

います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 藤岡議員のご質問に

お答えをいたします。新規就農支援というこ

とでございますけれども、これまでの農業次

世代人材投資事業から新規就農育成総合対策

事業と名称を変更し事業内容が大幅に変更さ

れる見込みでございます。従前までは全額国

費負担で支援されておりましたが、地方負担

が発生する内容に改変されます。本村が進め

る多様な農業人材の確保を進めることが大変

難しくなり厳しい経営診断や資金状況を迫る

可能性があります。本村では令和４年に経営

開始される新規就農者はおりませんが、就農

後10年間で１千万円を国と地方自治体が折半

して支援する仕組みであり、10年間の経営継

続は必須であり、離農した場合本人に対して

支払い義務が発生し、回収方法や担保権など

新たな問題が発生する可能性があります。制

度的にも不透明な状況ということで、今後こ

れらの状況を把握してまいりたいと思ってお

ります。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 今後のテーマとして

いろいろ調整したいと。現在まだ令和４年は

今村長答弁ですと「いない」ということです

ので若干の猶予はあるのかなと思いますが、

少なくとも国から支援される部分、村から支

援、要するに一括支援されて開始するわけで

すけれども、そちらのほうの取り組み。非常

に重要になるかと思います。 

２つ目の質問にまいります。今後の一括支

援を受けるにはというところで生産面積、ま

た数量等を計画して認定を受ける必要がある

と。一部村長の話の中にも含まれていたかな

と思いますけれども、そういった場合一番問

題になってくるのが資金面ももちろんですが

農地面積。こちらの問題は必ず出てくる問題

で、これをクリアしていかないと前に進めな

いというのが実情だと思いますがこちらにつ

いてはどのように考えられるか伺います。 
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○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 限りある農地の利用

ということでご質問でございますが農地問題

につきましてはこれまでも新規就農者を受け

入れる際に大きなハードルとなってきました。

実習期間中に農業者との信頼関係を築き、就

農先となる農地を確保するしかなかったとい

う現状にあります。また、担い手のいない高

齢農業者が村内でも増える状況にあることか

ら意欲ある新規就農者に農地を確保する議論

も今後必要であると考えておりますので、地

域農業者をはじめ、農業委員会ならびに新規

就農者支援協議会で十分な議論を行う中で取

り進めてまいりたいと思っております。以上

です。 

○議長（児玉眞澄君） ２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 農業委員会、新規就

農支援協議会とそういった場の中で農地問題

について協議を進めていきたいということで

すが、もちろん協議は重要なことかと思いま

すが、なかなか例えば村長の話にもありまし

たように、高齢者が「後継者居ないんだけれ

ど」、「そこからどうしたらいいんだ」という

相談しやすい環境整備というのが実は必要な

んじゃないかと。私もそうですが農家の方っ

て口下手な方が非常に多いので、そこは逆に

吸い上げられる何か仕組みづくりをしてあげ

ないと、自分の中で行き詰ってしまっている

部分、これからも含めてあるのかなと思いま

すので、そのへんの支援策なにかお考えあれ

ば伺いたいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 今言われたように離

農を考えている方、あるいは高齢で営農の継

続が困難であると考えている方等含めて、な

かなかこちらからアクションを起こす体制に

ないということで、少なくとも新規就農支援

対策協議会あるいは、農業委員会等の農地利

用に関わる議論の中で、そういった方の状況

あるいはご要望等を聞く機会も必要なのかな

と私も思っているところでございます。 

現実問題、来年には離農したいと考えてい

るようなお話も伺いますけれども、そういっ

た方が跡地をどうしようと考えているのかを

やはりきちんと村として把握をしながら対策

をしていくということも行政の務めだろうと

思いますので、現状の組織あるいは協議会を

含めて連携取りながら進めていかざるを得な

いのかなと思いますので、ぜひご協力のほど

よろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） ２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 次の質問にまいりま

す。村民のマイナンバーカード活用について

なんですが、２つありまして、まず１点目と

しまして本村におけるマイナンバーカードの

取得状況について現状の確認をお願いしたい

と思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 村民のマイナンバー

カードの取得状況ということでございます。

本村におけるマイナンバーカードの交付件数

は11月末現在で423件、交付率で34.7％であ

ります。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 今交付率34.7％です

か、まだまだ40％に満たない状況にあるのか

なと。申し込みされている方も含めてくると

もう少し伸びるのかなという現状にあるかと

思いますが、そこでこのマイナンバーカード

なんですけれども、保険証として利用可能な

医療機関というのが今マイナンバーの中に紐

づけられているのが、ひとつの保険証として

の利用というところが、当然お薬カードとか

手帳とかそのへん全部紐づいてくるかと思う
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のですけれども、それを保険証として登録し

ましたとなったときに具体的に村民として

「どこの医療機関で使えるの」と。今現在ま

た総務省のパンフレットなんか見ますと22年

末ですか、年度末くらいには大方というよう

なパンフレットの報道なんかもありますけれ

ども、具体的に今見えている段階の利用可能

な医療機関というのは近隣においてどこにあ

るのか。またもう１点、本村の診療所、病院、

歯科診療所含めてありますけれどもこれは一

体いつ利用可能になるのかと。これが具体的

に村民の疑問とする知りたいところじゃない

のかなと思いますけれどもいかがですか。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） マイナンバーカード

の保険証としての利用ということでのご質問

でございます。富良野圏域で利用可能な医療

機関は令和３年11月21日現在で申し上げます

と、医科では上富良野町立病院、小野沢整形

外科、中富良野町立病院。それから歯科では

藤堂デンタルオフィス。薬局では日本調剤桂

木薬局、調剤薬局ツルハドラッグ富良野店、

日本調剤ふらの薬局、調剤薬局ツルハドラッ

グ富良野緑町店であります。富良野協会病院、

あるいはふらの西病院、かわむら整形外科等

大きな病院ではマイナンバーカードの健康保

険証利用の普及状況や導入経費の他にレセプ

トコンピュータの改修などに多額の費用を要

することなどから導入には至っていないと伺

っております。マイナンバーカードの保険証

利用は令和３年10月から本格運用がスタート

しております。本村の医療機関、村立診療所

においては、まだマイナンバーカードを利用

できる体制を取っておりません。マイナンバ

ーカードを医療機関で利用するメリットとし

て上げられる資格確認の即時性については患

者様のほとんどが村民であることから、後期

高齢者及び国保加入者については村国保医療

担当と連携を取り、現在でも即座に確認が取

れる体制となっております。 

他院での薬剤情報の共有については、お薬

手帳で確認ができ、特定健診等情報の閲覧に

ついては患者様ご本人に健診結果をご持参い

ただき健診に反映させているという状況です。

ただ、お薬手帳を所持していない患者様も、

また観光客等で保険証を持参せず受診した場

合は10割負担ということでいただくこともあ

ります。 

マイナンバーカードの保険証利用にはマイ

ナポータルでご自身の特定健診情報や薬剤情

報、医療費を閲覧したり、確定申告における

医療費控除手続きなど多くのメリットも一方

であります。診療所での利用につきましては

今後住民の要望を鑑みながら体制の導入につ

いて検討してまいりたいと思っております。 

ちなみに補助制度もございますし、設置費

に本村の場合だと多額な費用はかからないと

いうのが現状として伺っておりますので、そ

ういった体制が必要であればぜひ対応してま

いりたいと今のところ考えているということ

でございます。 

○議長（児玉眞澄君） ２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 今の再質問になりま

すけれども、必要になれば検討も考えていき

たいということなんですが、今現在国として

そこに進めるんだというところで本村窓口、

役場窓口でもパンフレット使って、こういう

ご案内ということでご案内して、このカード

申請されている方々なんかは、そういうトー

ンで申請されているんじゃないかと。私もそ

のうちの一人なんですけれども、そういうふ

うな形で進めているという中で、これから本

当にいるのかどうか、費用については本村の

場合それほどかからないということであれば、
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逆にどこかで必ずそれは必要だという結論に

向かうということは見えている訳だから、逆

に令和４年なら令和４年の中で至急検討を終

わらし令和５年には整備できるとかというよ

うなある程度目標を設定して取り組まれるの

が本当の住民へのサービスじゃないかと。資

金的なものが膨大にかかってなかなか手が出

せないんだというような話だったら別なんだ

けれども、こういった案件については総務省

が推進しているわけだから当然そこには費用

の全額村負担とかそういうことではなくて、

そういった補助策も当然そこには付いている

はずだし、そうなれば当然保険証として利用

してきたときに今村長からも話ありましたよ

うにメリットの部分あるので、移行していく

ならどんどん先へ進めるというスタンスでい

った方が早く村民もそれに慣れていただける

し、データもそこに早く蓄積できる。今だと

要するに保険証それからお薬手帳とあと医療

費の控除等々についてはバラバラに思えちゃ

っているのだけれども、カードのメリットっ

て部分はすでにそこに提示されているわけだ

から当然医療の高額医療の履歴も全部そこに

入ってきますので、それは逆に本村のような

小規模自治体のほうが早く進められる。今村

長からも答弁にありましたように富良野市み

たいなでかいところはなかなか進められない

んだというのだったら、逆にこういうところ

こそ強みを発揮し進めるべきじゃないかと私

は思うのですがいかがでしょうか。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） マイナンバーの普及

の件でございますけれども私は基本的にマイ

ナンバーカードについての申請については個

人の考え方に基づくものだと思っておりまし

て、あくまでも個人情報保護的なものだと。

人によっては情報が一括管理されるとか情報

がダダ洩れだとか、そういう心配をされる方

も片方で見ますし、国にしてみれば一括管理

したほうがいいんだと。この考え方それぞれ

あります。それで、私としてはあくまでマイ

ナンバーカードの所有について申請は個人の

考え方に基づくものでやってほしいというこ

とでございます。その中で、これらのマイナ

ンバーを利用した例えば今行われているマイ

ナポイントとか、これから行われるであろう

コロナ接種証明とか、パスポートとの紐づけ

とか、預金との紐づけとか、いろんな使い方

はあるわけですけれども、これもあわせて個

人が判断をして個人が使うものですから、そ

の申請してくるものについてダメだというこ

とではなくて申請したものについては受け付

け、村がサービスとして行わなければならな

い。例えば今の保険証の件については、それ

が必要であれば村としては紐づけをさせてい

ただくということであろうと現状では考えて

おります。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 必要であれば取り組

みたい、検討する必要があるだろうというと

ころなんですが、もちろんマイナンバーカー

ドを申請するしないは個人の部分ですし村が

なんとしても90にしたい95にしたいとかいう

ような話じゃないことはそのとおり、私もそ

うだと思います。 

しかしながら一方で取得した人へのサービ

スというところを考えたときに必要ならば取

り組みますというところでいっちゃうと、じ

ゃあ保険証登録した方が40％いたときに、そ

の人たちは村として「まだ40％なんだからそ

れは取り組めないよ」と。村全体のせめて８

割もいるなら村の資金を使っても進めるけれ

どもまだまだ40やそこらじゃその人たちのサ

ービスに向かって走ることはできないという
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スタンスであれば、要するにそれならばそれ

の周知を村民に全部してもらわないと、我々

要するに申請した人からみれば当然そっちに

向かうと思って申請しているわけで、それが

いつになったら村内使えるかもわからないカ

ードを何のために持たなきゃならないんだと

いう話になっちゃう。要するに広報されたも

のが国の広報ではあるけれども、あくまでも

個人ではある。村もそれに準じてそこにパン

フレット置く。そこから先は個人なんですよ

と。それもわかるんだけれども、どう進める

の。あくまでも国の方針なんだからパンフレ

ット置いているだけですよっていうスタンス

なのか、もう少し例えば３割になってくれば

保険証登録ですよ。今の段階は当然マイナン

バーというところまでしかいってなくて、保

険証登録ってところは当然パーセントに達し

ていないでしょうけれども、ある程度の目安

を付けてそこに向かって動くというのがなけ

れば、要するに登録した人は一体いつになっ

たらこれをつかえるのっていう、例えば保険

証の話ですけれどもね。圧倒的に私が思うの

はマイナンバーのカードのこの紐づけという

のは保険証で使わなければあとほとんど使い

道なんか特にないでしょう。身分証明書の写

真が付いているから使えるでしょうってくら

いの話でね。やっぱりそこの紐づけている部

分のメリット感のある部分は当然意思で登録

しない方はしない方でそれはそれでいいんで

す。その権利であるし保険証発行するのです

からそれはそれでいいんですけれども、そう

じゃない方に対するサービスの部分がよく見

えない。村としてどういうスタンスなんだと

いうのがよくわからない。どう見せていくか

を伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 私が申し上げたのは

８割いかないとそれを使えないとは言ってな

いんですよ。要は最初に申し上げたとおり診

療所等の利用で今後住民の要望を鑑みながら

体制の導入について検討したいということで、

やらないということは言ってないんですね。

サービスとして行政がやらなくてはならない

サービスは、これは必要に応じて行政として

取り組んでいくということです。 

○議長（児玉眞澄君） ２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 次の質問にまいりま

す。 

質問３番目の新型コロナウイルスワクチン

接種についてになります。本村におけるワク

チン接種３回目ということで冒頭、村長の行

政報告の中で概略についての説明あったかと

思います。その中で特に３回目ブースター接

種についての大まかな１月中に医療従事者、

２月から65歳以上の方への接種が実施できる

よう接種体制の確保に向け準備を進めてまい

ります。これ概略わかりました。具体的に前

回の接種と同じように村民に向けて通知する

アクションが出てくるかと思うのですけれど

も、そのアクションがいつを目途にスタート

し、こういった体制にもっていけるのかどう

かそれが一つ。まずそこの部分お伺いしたい

と思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） ３回目のコロナワク

チンの接種についてということでございます。

国においては新型コロナワクチンの全ての対

象者において感染症予防効果が経時的に低下

すること、またそれから高齢者においては重

症化予防効果について経時的に低下する可能

性を示唆する報告があったことを踏まえて、

感染拡大防止及び重症化予防の観点から２回

目接種完了者全てに対して追加接種の機会を

提供するということになりました。ただし18
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歳以上の者に対する追加接種として薬事承認

されていることから、まずは18歳以上の者か

ら追加接種することとされたということでご

ざいます。村としては接種間隔については２

回目接種完了から原則８カ月以上経過してい

ることとしており、本村としてはまず始めに

医療従事者を令和４年１月中に接種をし、65

歳以上の高齢者を２月から接種が進められる

よう準備を進めるということでございます。

通知等についてのご質問ですけれども、従い

まして２月初めから仮に接種をするとすれば、

それに間に合うように予約を含めて予約をす

る時間も必要ですし準備も必要だと。それに

あわせた通知を個々に行うということで準備

をしているということです。 

接種日がまだ正確に決まっていませんから

通知日をここで何日とお答えできませんけれ

ども接種日にあわせた事前の通知書を行うと

いうことでご理解いただければ。 

○議長（児玉眞澄君） ２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） わかりました。接種

日が決まったら逆算で調整がまだ今の段階で

できないということなので、概ね65歳以上１

月、２月接種となれば当然前回同様１カ月前

の連絡になるのかなと。そのへんはわかりま

したので次の質問にまいります。 

交差接種、児童・生徒への接種についてと

いうことなんですけれども、この交差接種、

前回本村においては１回、２回とファイザー

を採用し接種したという実績になっているか

と思うのですが、今巷ではファイザーを打つ

のかモデルナを打つのかとか交差接種になっ

た場合どうなるとか、いろいろな情報が飛び

交っておりますが、現段階における本村の３

回目ブースター接種については、ワクチンは

どう考えているのかというところと、あわせ

て児童・生徒への３回目の部分のフォロー策

についても一部お話あったかと思いますが、

もう一度確認でお願いしたいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） ただいまの交差接種、

児童・生徒への接種についてでございます。

追加接種につきましては18歳以上の者に対し

てはファイザー社ワクチンが薬事承認された

ことを踏まえて、今のところファイザー社ワ

クチンによる接種を行うこととされておりま

す。それから17歳以下の接種については薬事

承認後に国から方針が示されますので村とし

てもそれにあわせて対応してまいります。以

上でございます。 

○議長（児玉眞澄君） ２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） ３点目の質問になり

ますけれども、希望者への抗原検査というの

が一部で実施されているところもあるかと思

います。今非常に抗原検査のキット等につい

ては廉価なのが出てきているというところで、

検査ですからPCR検査、抗原検査等々ある中

で誰でもかれでもとは私は思わないのですが、

今後村としてこの抗原検査、非常に廉価版で

もあるのでコロナ予算等々を活用しながら活

用するお考えがあるのかないのか伺いたいと

思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 抗原検査の取り組み

でございますけれども、本村においては２回

目の接種者は11月末現在で1052人でございま

す。接種率も92.1％と多くの住民がワクチン

接種をしていただいている状況があります。

そういったことも踏まえて現在のところ希望

者への抗原検査の取り組む考えはございませ

ん。 

ただトマム診療所で発熱外来を受診した場

合は医師が検査の必要性があると判断した場

合に抗原検査を実施しております。PCR検査
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よりは精度は落ちますけれども陽性反応が出

た場合、保健所に連絡をし、対応してもらう

ということになっております。検査は保険診

療でございますので検査費用の本人負担はご

ざいません。そういった状況で取り進めさせ

ていただきたいということでございます。 

○議長（児玉眞澄君） ２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 以上でワクチン関連

の質問は終わります。 

質問４つ目になりますけれども、教育長に

伺いたいと思います。 

学校施設のバリアフリー取り組みについて

は何度か質問させていただいていますが、こ

の令和３年の末というところがありますので、

一旦ここで学校トイレのバリアフリー化につ

いての取り組み状況について伺いたいなと、

推進状況について伺いたいと思います。計画、

お願いします。 

○議長（児玉眞澄君） 教育長。 

○教育長（多田淳史君） 藤岡議員のご質問

にお答えをさせていただきます。 

学校施設のバリアフリー化につきましては、

本年６月の定例会におきまして財源確保が大

きな課題となっていますが、文科省の整備目

標であります令和７年度末までに全校のトイ

レ整備ができるように取り進めるというお答

えをしているところでございます。 

現状といたしましては、令和５年度から順

次着手すべく新設、改修の検討、そして設計

に関する予算の算定、こちらのほうを取り進

めているところでございます。財源確保の問

題はまだ解決されておりませんけれども前向

きに取り進めてまいりたいと思っております。

以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） ２つ目の質問にまい

ります。続けて教育長になりますけれどもイ

ンクルーシブ教育の構築についての学校施設

のバリアフリー方針についてということで、

今非常に重要な教育の施策の柱かなと思いま

すので、そのへん教育長としての村内統一の

大きな柱かと思いますのでお伺いします。 

○議長（児玉眞澄君） 教育長。 

○教育長（多田淳史君） ご指摘のインクル

ーシブ教育の構築としての学校施設のバリア

フリーということに関しましてですけれども、

特別支援教育に加えまして障がいのある方と

ない方が可能な限り共に学ぶという教育分野

の重要な課題であると認識しておりまして、

学校におきましても障がい者の有無にかかわ

らず誰もが支障なく学校生活を送ることがで

きるように基礎的環境整備、こちらが必要だ

と考えております。 

文科省においても改正バリアフリー法の施

行に伴いまして学校施設のバリアフリー化を

令和７年度末までの５年間で緊急的に加速化

させるとしていることから、本村におきまし

ても重ねての回答になりますが、令和５年度

より順次着手できるように取り進めることと

いたしております。具体的な方針については

詳しいものがお示しされてないですけれども、

教育執行方針の中でもインクルーシブ教育の

構築について掲げながら学校施設のバリアフ

リー化に取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

○議長（児玉眞澄君） 以上をもって一般質

問を終わります。 

 

◎日程第４ 認定第１号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第４、認定第１

号、令和２年度占冠村一般会計及び各特別会

計歳入歳出決算認定についての件を議題とし

ます。本件について、決算特別委員会の報告

を求めます。 
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決算特別委員長、小林潤君。 

○決算特別委員長（小林 潤君） それでは

決算特別委員会審査報告についてを報告いた

します。令和３年９月24日開催の第４回占冠

村議会定例会において付託された、認定第１

号、令和２年度占冠村一般会計及び各特別会

計歳入歳出決算認定についての件は去る10月

26日、27日、本委員会を開催し審査の結果認

定すべきものと決定したので会議規則第76条

の規定により報告します。 

○議長（児玉眞澄君） これから令和２年度

占冠村一般会計及び各特別会計歳入歳出決算

認定についての件を採決します。 

 この採決は起立によって行います。この採

決に対する委員長の報告は認定とするもので

す。委員長の報告のとおり、認定することに

賛成の方は起立願います。 

（全議員起立） 

○議長（児玉眞澄君） 起立多数です。した

がって令和２年度占冠村一般会計及び各特別

会計歳入歳出決算認定についての件は、認定

することと決定いたしました。 

 

◎日程第５ 議案第１号から日程第８ 議案第

４号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第５、議案第１

号、占冠村むらびと条例の一部を改正する条

例を制定することについての件から、日程第

８、議案第４号、占冠村国民健康保険税条例

の一部を改正する条例を制定することについ

ての件、４件を一括議題とします 

本件についての説明を求めます。議案第１

号について、企画商工課長、平岡卓君。 

○企画商工課長（平岡 卓君） 議案書１ペ

ージをお願いいたします。 

議案第１号、占冠村むらびと条例の一部を

改正する条例を制定することについて。提案

理由のご説明を申し上げます。 

本件は平成28年３月に制定された占冠村む

らびと条例の文言修正を行うため本条例の一

部を改正するものでございます。 

改正内容は、占冠村むらびと条例前文中、

第４次占冠村総合計画の第４次を削り、占冠

村総合計画に改めるものでございます。施行

期日につきましては、公布の日からとしてご

ざいます。 

以上ご提案申し上げますのでご審議のほど

よろしくお願いします。 

○議長（児玉眞澄君） 議案第２号について、

福祉子育て支援課長、木村恭美君。 

○福祉子育て支援課長（木村恭美君） 議案

書３ページをお願いいたします。 

議案第２号、占冠村特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例を制定する

ことについて。提案理由の説明を申し上げま

す。 

本件は特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設

等の運営に関する基準及び子ども・子育て支

援法施行規則の一部を改正する内閣府令に基

づき所要の改正を行うものでございます。 

改正内容につきましては、デジタル化の推

進に伴い、保育所等の事業者の業務負担軽減

を図る観点から、事業者等における書面の作

成、保存等について電磁的記録における対応

や利用者の利便性の向上の観点から書面等に

よることが規定又は想定されているものにつ

いて電磁的記録等による対応も可能とするも

のでございます。施行期日は公布の日から施

行するものでございます。 

以上、ご提案申し上げますのでご審議くだ

さいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（児玉眞澄君） 議案第３号について、
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住民課長、伊藤俊幸君。 

○住民課長（伊藤俊幸君） 議案書７ページ

をお願いいたします。 

議案第３号、占冠村国民健康保険条例の一

部を改正する条例を制定することについての

提案理由のご説明を申し上げます。 

本件は出産育児一時金の支給額見直しに関

する健康保険法施行令等の一部改正に伴いま

して、本条例の一部を改正するものでありま

す。 

改正内容につきましては、条例第６条第１

項中出産育児一時金の額を40万４千円から40

万８千円に改めるものでございます。施行期

日は令和４年１月１日から施行するものでご

ざいます。 

以上、ご提案申し上げますのでご審議くだ

さいますようよろしくお願いいたします。 

○議長（児玉眞澄君） 議案第４号について

は、総務課長、三浦康幸君。 

○総務課長（三浦康幸君） それでは議案書

９ページをお願いいたします。 

議案第４号、占冠村国民健康保険税条例の

一部を改正する条例を制定することについて

提案理由をご説明申し上げます。 

本件は全世代対応型の社会保障制度を構築

するための健康保険法等の一部を改正する法

律の施行に伴い、国民健康保険法施行令の一

部が改正されたことから、本条例の一部を改

正するものでございます。 

内容につきましては、法改正に伴う文言整

理のほか、未就学児がいる場合において、世

帯主に対する賦課する被保険者均等割額を減

額するものでございます。減額する額は、当

該未就学児に係る被保険者均等割額に10分の

５を乗じた額とするものでございます。 

以上、ご審議のほどよろしくお願い申し上

げます。 

○議長（児玉眞澄君） これで提案理由の説

明を終わります。 

   

◎日程第９ 議案第５号から日程第13 議案第

９号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第９、議案第５

号、令和３年度占冠村一般会計補正予算第５

号の件から日程第13、議案第９号、令和３年

度占冠村歯科診療所事業特別会計補正予算第

２号の件までの件、５件を一括議題とします。 

提案理由の説明を求めます。議案第５号に

ついては総務課長、三浦康幸君。 

○総務課長（三浦康幸君） それでは議案書

11ページをお願いいたします。 

議案第５号、令和３年度占冠村一般会計補

正予算第５号についてご説明申し上げます。 

令和３年度占冠村一般会計補正予算第５号

は歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１

億3300万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ30億1200万円とするもので

ございます。 

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は第１表歳入歳出予算補正によります。 

以下、第１表歳入歳出予算補正によりご説

明申し上げます。議案書12ページをお開きく

ださい。 

１款、村税、２項、固定資産税は１億3330

万円の増額。 

12款、分担金及び負担金、２項、分担金は

12万５千円の増額。 

13款、使用料及び手数料、１項、使用料は

15万円の増額。 

14款、国庫支出金、２項、国庫補助金は

433万円の増額でございます。 

15款、道支出金、２項、道補助金は72万４

千円の減額でございます。 
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17款、寄附金、１項、寄附金は50万円の増

額。 

18款、繰入金、１項、繰入金は612万５千

円の減額。 

20款、諸収入のうち、３項、貸付金元利収

入は150万円の増額。同じく諸収入のうち、

５項、雑入は５万６千円の減額でございます。 

以上、歳入における補正額の合計は１億

3300万円の増額でございます。 

 次に歳出についてご説明申し上げます。議

案書13ページをお願いいたします。 

１款、議会費、１項、議会費は283万２千

円の減額。 

２款、総務費、１項、総務管理費は340万

円の増額。２款、総務費、４項、選挙費は

860万円の減額。同じく総務費、６項、監査

委員費は10万２千円の減額でございます。 

３款にまいります。３款、民生費、１項、

社会福祉費は111万３千円の減額。同じく民

生費、２項、児童福祉費は314万９千円の減

額でございます。 

４款、衛生費、１項、保健衛生費は418万

円の増額。同じく衛生費、２項、清掃費は３

万円の減額でございます。 

６款、農林業費、１項、農業費は672万２

千円の増額。同じく農林業費、２項、林業費

は100万３千円の増額でございます。 

８款、土木費、３項、住宅費は401万８千

円の増額。同じく土木費、４項、都市計画費

は15万円の増額でございます。 

10款、教育費、１項、教育総務費は655万

４千円の減額。同じく教育費、２項、小学校

費は145万７千円の増額。同じく教育費、３

項、中学校費は128万円の増額。同じく教育

費、４項、社会教育費は13万円の減額でござ

います。 

12款、公債費、１項、公債費は１億3330万

円の増額で、歳出補正額の合計は１億3300万

円の増額でございます。 

以上で提案理由の説明を終わります。ご審

議のほどよろしくお願いします。 

○議長（児玉眞澄君） 議案第６号、議案第

７号及び議案第９号について、住民課長、伊

藤俊幸君。 

○住民課長（伊藤俊幸君） 議案書37ページ

をお願いいたします。 

議案第６号、令和３年度占冠村国民健康保

険事業特別会計補正予算第３号の提案理由の

説明を申し上げます。 

令和３年度、占冠村国民健康保険事業特別

会計補正予算第３号は、歳入歳出予算の総額

に歳入歳出それぞれ40万円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億3620万

円にしようとするものでございます。 

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入予算の金

額は、第１表歳入歳出予算補正によります。 

41ページ、事項別明細書により説明いたし

ます。歳入になります。 

１款、１項、国民健康保険税は230万円の

減額。 

42ページ、４款、１項、道補助金は230万

円の増額。 

43ページ、５款、１項、繰入金は一般会計

繰入金で20万円の増額。 

44ページ、６款、１項、繰越金は前年度繰

越金で20万円の増額です。  

次に歳出です。45ページをお願いします。 

１款、１項、総務管理費は一般職員手当等

で20万円の増額。 

46ページ、３款、１項、国民健康保険事業

費納付金は財源振替です。 

47ページ、７款、１項、償還金及び還付加

算金は20万円の増額です。 
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次に、49ページをお願いいたします。 

議案第７号、令和３年度村立診療所特別会

計補正予算第２号の提案理由の説明を申し上

げます。 

議案第７号、令和３年度村立診療所特別会

計補正予算第２号は歳入歳出予算の総額に歳

入歳出それぞれ50万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ8400万円にしよ

うとするものでございます。 

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表歳入歳出補正によります。 

53ページの事項別明細書によりご説明申し

上げます。歳入になります。 

５款、１項、繰越金は前年度繰越金で34万

円の増額です。 

54ページ、７款、１項、国庫補助金は16万

円の増額です。 

次に歳出です。55ページをお願いします。 

１款、１項、施設管理費は36万８千円の増

額。 

56ページ、２款、１項、医業費は13万２千

円の増額です。以上です。 

続きまして、議案書65ページをお願いいた

します。 

議案第９号、令和３年度占冠村歯科診療所

事業特別会計補正予算第２号の提案理由のご

説明を申し上げます。 

令和３年度占冠村歯科診療所事業特別会計

補正予算第２号は、歳入歳出予算の総額に歳

入歳出それぞれ70万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ2280万円にしよ

うとするものでございます。 

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表歳入歳出予算補正によりま

す。 

69ページ、事項別明細書によりご説明申し

上げます。歳入です。 

３款、１項、繰入金は占冠村歯科診療所事

業運営基金繰入金で20万円の増額。 

70ページ、６款、１項、国庫補助金は50万

円の増額です。 

次に歳出です。71ページ、１款、１項、施

設管理費は57万２千円の増額。 

72ページ、２款、１項、医業費は12万８千

円の増額です。 

以上で説明を終わります。よろしくご審議

くださいますようよろしくお願いします。 

○議長（児玉眞澄君） 議案第８号について

は、福祉子育て支援課長、木村恭美君。 

○福祉子育て支援課長（木村恭美君） 議案

書57ページをお願いいたします。 

議案第８号、令和３年度占冠村介護保険特

別会計補正予算第２号についてご説明申し上

げます。本件は歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ20万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を１億1460万円にしようとするものでご

ざいます。 

以下、事項別明細書について説明いたしま

す。61ページをお願いいたします。歳入につ

いてご説明いたします。 

８款、１項、繰越金において20万円の増額

でございます。 

 続きまして歳出にまいります。62ページを

お願いいたします。 

２款、保険給付費、１項、介護サービス等

諸費において６万１千円の増額。 

63ページになります。４款、緒支出金、１

項、償還金及び還付加算金において13万９千

円の増額でございます。 

戻りまして58ページ59ページをお願いいた

します。補正後の額につきましては第１表歳

入歳出予算補正のとおりでございます。以上、
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提案理由の説明を終わります。よろしくご審

議のほどお願いします。 

○議長（児玉眞澄君） これで提案理由の説

明を終わります。 

 

◎散会宣言 

○議長（児玉眞澄君） 以上で本日の日程は

全部終了いたしました。 

 これで本日の会議を閉じます。 

本日はこれで散会いたします。 

散会 午後２時00分 
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地方自治法第123条第２項の規定により署名する。 

 

令和３年１２月２９日  

 

占冠村議会議長   児 玉 眞 澄 

（署 名 議 員） 

占冠村議会議員   小 林   潤 

 

占冠村議会議員   大 谷 元 江 
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令和３年第７回占冠村議会定例会会議録（第２号） 

令和３年12月15日（水曜日） 

○議事日程 

  議長開会宣言（午前10時） 

日程第１ 議案第１号 占冠村むらびと条例の一部を改正する条例を制定することに

ついて 

日程第２ 議案第２号 占冠村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定するこ

とについて 

日程第３ 議案第３号 占冠村国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定するこ

とについて 

日程第４ 議案第４号 占冠村国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定する

ことについて 

日程第５ 議案第５号 令和３年度占冠村一般会計補正予算（第５号） 

日程第６ 議案第６号 令和３年度占冠村国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号） 

日程第７ 議案第７号 令和３年度村立診療所特別会計補正予算（第２号） 

日程第８ 議案第８号 令和３年度占冠村介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第９ 議案第９号 令和３年度占冠村歯科診療所事業特別会計補正予算（第２

号） 

日程第10  閉会中の継続調査申出 

追加日程第１ 議案第 10号 財産の取得について 

追加日程第２ 議案第 11号 令和３年占冠村一般会計補正予算（第６号） 

 

○出席議員（７人） 

  議長  ８番 児 玉 眞 澄 君   議長  １番 大 谷 元 江 君 

２番 藤 岡 幸 次 君       ３番 五十嵐 正 雄 君 

４番 細 谷   誠 君       ５番 下 川 園 子 君 

６番 小 林   潤 君 

 

○欠席議員（０人） 

 

○出席説明員 

（長部局）     

占 冠 村 長 田 中 正 治  副 村 長 松 永 英 敬 

総 務 課 長 三 浦 康 幸  企 画 商 工 課 長 平 岡   卓 

農 林 課 長 小 尾 雅 彦  林 業 振 興 室 長 根 本   治 
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建 設 課 長 小 林 昌 弘  住 民 課 長 伊 藤 俊 幸 

福祉子育て支援課長 木 村 恭 美  ト マ ム 支 所 長 石 坂 勝 美 

会 計 管 理 者 合 田   幸  総 務 担 当 主 幹 阿 部 貴 裕 

職 員 厚 生 担 当 係 長 坂 本 龍 哉  財 務 担 当 主 幹 鈴 木 智 宏 

税 務 担 当 主 幹 佐々木 智 猛  企 画 担 当 主 幹 竹 内 清 孝 

商 工 観 光 担 当 主 幹 橘   佳 則  農 業 担 当 主 幹 杉 岡 裕 二 

林 業 振 興 室 主 幹 高 桑   浩  建 築 担 当 主 幹 嵯 峨 典 子 

環 境 衛 生 担 当 主 幹 後 藤 義 和  戸 籍 担 当 主 幹 佐久間   敦 

国 保 医 療 担 当 主 幹 小 瀬 敏 広  保 健 予 防 担 当 主 幹 岡 本 叔 子 

村 立 診 療 所 主 幹 上 島 早 苗  社 会 福 祉 担 当 主 幹 野 原 大 樹 

介 護 担 当 主 幹 細 川 明 美  子 育 て 支 援 室 主 幹 森 田 梅 代 

（教育委員会）     

教 育 長 多 田 淳 史  教 育 次 長 平 川 満 彦 

学 校 教 育 担 当 主 幹 松 永 真 里  社 会 教 育 担 当 主 幹 蠣 崎 純 一 

（農業委員会）     

事 務 局 長 小 尾 雅 彦    

（選挙管理委員会）     

書 記 長 三 浦 康 幸    

（監査委員）     

監 査 委 員 木 村 英 記  監 査 委 員 下 川 園 子 

事 務 局 長 岡 崎 至 可    

 

○出席事務局職員 

事 務 局 長 岡 崎 至 可  事 務 補 三ツ谷 陸 翔 
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開会 午前10時00分 

 

◎開議宣言 

○議長（児玉眞澄君） おはようございます。

ただいまの出席議員は７名です。定足数に達

しておりますので、これから本日の会議を開

きます。 

 

◎議事日程 

○議長（児玉眞澄君） 本日の議事日程は、

あらかじめ、お手元に配布したとおりです。 

 

◎日程第１ 議案第１号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第１、議案第１

号、占冠村むらびと条例の一部を改正する条

例を制定することについての件を議題といた

します。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第１号、占冠村むらびと条例

の一部を改正する条例を制定することについ

ての件を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第１号は原案のとおり可決

いたしました。 

 

◎日程第２ 議案第２号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第２、議案第２

号、占冠村特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例を制定することについ

ての件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第２号、占冠村特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例を

制定することについての件を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第２号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第３ 議案第３号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第３、議案第３

号、占冠村国民健康保険条例の一部を改正す

る条例を制定することについての件を議題と

いたします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第３号、占冠村国民健康保険

条例の一部を改正する条例を制定することに

ついての件を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第３号は原案のとおり可決

いたしました。 

 

◎日程第４ 議案第４号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第４、議案第４

号、占冠村国民健康保険税条例の一部を改正

する条例を制定することについての件を議題

とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。１番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 税の関係ですので該

当する方が占冠村にもいるかと思いますが、

税を改正することには異議はないのですが、

該当者に対してどのような通知をなされるの

か。チラシ一枚配られるのか、該当する方々

それぞれに「あなたはここに該当しますよ」

というような明確な説明が入ったもので送付

されるのかどうかだけお聞きします。 

○議長（児玉眞澄君） 暫時休憩します。 

休憩 午前10時05分 

再開 午前10時06分 

○議長（児玉眞澄君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。総務課長、三浦康幸君。 

○総務課長（三浦康幸君） 今回の国民健康

保険税の改正でございますけれども、基本的

に全国統一で均等割、小学生入学未満の皆様

に対する均等割を２分の１にしますというこ

とで全国的な報道もなされている案件でござ

いましたので、特に周知する予定はございま

せんでした。もし今後住民の皆様の方から是

非周知していただきたいですとかそういった

ご要望があればホームページそれから広報等

で周知させていただきたいと思います。以上

でございます。 

○議長（児玉眞澄君） ほかに質疑ありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第４号、占冠村国民健康保険

税条例の一部を改正する条例を制定すること

についての件を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第４号は原案のとおり可決

いたしました。 

 

◎日程第５ 議案第５号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第５、議案第５

号、令和３年度占冠村一般会計補正予算第５

号の件を議題とします。 
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 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。１番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 25ページ、総務管理

費の11目、諸費の７節、報償費、寄附者記念

品10万円を予定しているようですが人数とそ

れに対する金額を教えてください。 

それと今回表彰される方がいるようですが、

どのようなことで表彰されるのかお聞きしま

す。 

それと32ページ、林業振興費の７節、報償

費ですね。これに関して予算計上されたとき

に225万円予算化されておりました。９月に

追加で35万、また今回120万の追加が出てお

りますが、これは昨年決算書では約350万ぐ

らいでしたでしょうか。今回もそのぐらいの

金額になっておりますけども、なぜ当初決算

と同じくらいの金額が当初に予算されなかっ

たのか。結局は同じくらいの金額を払うとい

う形になっておりますけどもそのへんの経過

お願いします。 

もう１点、33ページ、住宅費、住宅管理費

の需用費、修繕料300万。これはどこの修繕

をされたのかお聞きします。 

○議長（児玉眞澄君） 総務課長、三浦康幸

君。 

○総務課長（三浦康幸君） 25ページ、諸費

の中の表彰規定、それから寄附者の謝礼につ

きましてご説明申し上げます。10万円の方に

つきましては昨日の報告にもございましたけ

れども山林約130㏊のご寄附をいただいたこ

とに対するお礼の品ということでございます。 

２点目の表彰者の副賞の関係ですけども、

こちらは消防職員の勤続30年表彰に該当する

者につきまして３万円を支給するという規定

が残っているということでございまして、消

防職員の勤続表彰の金額でございます。以上

でございます。 

○議長（児玉眞澄君） 建設課長、小林昌弘

君。 

○建設課長（小林昌弘君） 大谷議員のご質

問にお答えします。33ページ、８款、３項、

１目、住宅管理費、10節、需用費、修繕料。

どこの修繕を行うかという質問でございます。

場所につきましては、第２美園団地の退去に

伴う修繕で160万円でございます。残額の140

万円につきましては、今後いろいろ村営住宅

で細かな修繕ですとか、また新たな退去者が

出ることが予想されますのでそれについて

140万円ということで今回計上させていただ

いております。以上でございます。 

○議長（児玉眞澄君） 林業室長、根本治君。 

○林業振興室長（根本 治君） 大谷議員の

ご質問にお答えいたします。前回の議会の中

でもお答えをしたのですけれども昨年度は突

出した数字500頭というのが突出した数字と

林業振興室では考えました。当初予算を組ん

だのですけども、結果的に今年度も500頭ペ

ースになってしまったということで来年度の

予算の中ではそういったことも踏まえて考え

ていきたいなと思ってございます。10月末で

341頭捕れています。今回150頭ほど増やして

500頭ペースまで増額したというような状況

となっております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） その500頭、昨年は

突出したということでしたけども、これ年間

500頭というような基準は設けてないんです

か。その都度その都度という形で補正される

ということですか。 

○議長（児玉眞澄君） 林業室長。 

○林業振興室長（根本治君） やはりこのよ

うな生き物相手の狩猟の関係だとやはり今ま

での平均ベースでまずは予算を試算してその

時によって捕れる年、捕れない年はあると思
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いますので、状況を踏まえながら現状に沿っ

た形で予算を組んでいくのが私は本来の形で

はないかなと思っています。ただ、昨年度は

500頭と突出して300頭台だったのに500頭に

突出して、今年も500頭となって世間一般的

にも鹿がかなり増えている、そういった状況

を踏まえれば何年かの平均値を見ていくのが

本来に即した形なのかなと私は思っています。

以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ほかに質疑ありませ

んか。５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） 25ページの２款、１

項、１目、12節の委託料、公共施設等総合管

理計画更新業務ということでこちらの110万

円ですが、これは計画書の更新ということで

しょうか。また、これが計画書であれば計画

書内では第１期が12年間で計画をしていたか

と思いますが、これが途中の５年での更新と

いうことであれば何か大きな内容の変更があ

っての更新なのかどうかを伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 総務課長、三浦康幸

君。 

○総務課長（三浦康幸君） こちらにつきま

しては、先の議会で議決いただきました過疎

地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

第８条第６項におきまして市町村計画、中略

致しますが、公共施設等の総合的かつ計画的

な管理に関する計画に適合するよう定めなけ

ればならないという旨で規定されたことで、

市町村計画と総合管理計画との適合義務が課

されました。それに伴いまして、令和４年度

以降の過疎対策事業債ハード事業がメインで

すけども、そちらの適債性すなわち起債がで

きる事業とするための条件として総合管理計

画の見直しを行ったということでございます。

以上でございます。 

○議長（児玉眞澄君） ほかに質疑ありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第５号、令和３年度占冠村一

般会計補正予算第５号の件を採決いたします。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第５号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第６ 議案第６号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第６、議案第６

号、令和３年度占冠村国民健康保険事業特別

会計補正予算第３号の件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第６号、令和３年度占冠村国

民健康保険事業特別会計補正予算第３号の件

を採決します。 

 お諮りします。 
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 本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第６号は原案のとおり可決

いたしました。 

 

◎日程第７ 議案第７号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第７、議案第７

号、令和３年度村立診療所特別会計補正予算

第２号の件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第７号、令和３年度村立診療

所特別会計補正予算第２号の件を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第７号は原案のとおり可決

いたしました。 

 

◎日程第８ 議案第８号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第８、議案第８

号、令和３年度占冠村介護保険特別会計補正

予算第２号の件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第８号、令和３年度占冠村介

護保険特別会計補正予算第２号の件を採決し

ます。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第８号は原案のとおり可決

いたしました。 

 

◎日程第９ 議案第９号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第９、議案第９

号、令和３年度占冠村歯科診療所事業特別会

計補正予算第２号の件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論をおこないます。討論はあり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第９号、令和３年度占冠村歯

科診療所事業特別会計補正予算第２号の件を

採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議
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ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第９号は原案のとおり可決

されました。 

 

◎日程第10 閉会中の継続調査申出 

○議長（児玉眞澄君） 日程第10、閉会中の

継続調査申出の件を議題とします。議会運営

委員長及び総務産業常任委員長から会議規則

第74条の規定により、お手元に配布した申出

書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があ

りました。 

 お諮りします。 

 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継

続調査とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。

したがって、各委員長から申し出のとおり、

閉会中の継続調査とすることに決定いたしま

した。 

 ここでしばらく休憩します。 

休憩 午前10時22分 

再開 午前10時30分 

○議長（児玉眞澄君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。議事進行を続けます。 

 お諮りします 

 ただいま休憩中、村長から議案第10号、財

産の取得についての件及び議案第11号、令和

３年度占冠村一般会計補正予算第６号の件が

提出されました。これを日程に追加し、追加

日程第１及び追加日程第２として議題にした

いと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。

したがって議案第10号を追加日程第１とし、

議案第11号を追加日程第２として議題とする

ことに決定しました。 

 

◎追加日程第１ 議案第10号 

○議長（児玉眞澄君） 追加日程第１、議案

第10号、財産の取得についての件を議題とし

ます。提案理由の説明を求めます。住民課長、

伊藤俊幸君。 

○住民課長（伊藤俊幸君） 議案第10号、財

産の取得についての提案理由のご説明を申し

上げます。本件につきましては、財産の取得

について地方自治法第96条第１項第８号及び

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第３条の規定により議会

の議決を求めるものでございます。 

取得する財産は、占冠歯科診療所における

歯科診療用ユニット一式でござます。取得の

方法は随意契約、取得価格は税込みで737万

1129円でございます。取得先は、札幌市白石

区菊水上町２条４丁目36番77、北海道歯科産

業株式会社、代表取締役、山田哲哉でござい

ます。以上でご説明を終わります。ご審議の

ほどよろしくお願いします。 

○議長（児玉眞澄君） これから質疑を行い

ます。質疑はありませんか。２番、藤岡幸次

君。 

○２番（藤岡幸次君） １点教えてください。

ユニット一式ということで737万1129円とい

うことで、こういった医療機器については専

門の世界なので価格等について私は一切わか

らないのですが、お伺いしたい要件はこのユ

ニットを入れ替えますよと購入するという話

なんですけども、当然入れ替えるとすると今

ついてるユニットを入れ替えるわけですよね。

そうすると、車で言うと下取り価格があって

新車購入というようなイメージになるかと思

うのですがトータルでこの価格でやるという

話なんですか。要するに外すユニットがあっ



 42 / 44 

て取り付けるユニットがありますよね。それ

を引き取る部分と設置する部分とあわせてこ

の価格で考えているということでよろしいで

すか。 

○議長（児玉眞澄君） 住民課長、伊藤俊幸

君。 

○住民課長（伊藤俊幸君） 藤岡議員のご質

問にお答えいたします。これにつきましては、

設置撤去廃棄処分含めての金額でございます。 

○議長（児玉眞澄君） ほかに質疑ありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

これから議案第10号、財産の取得について

の件を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。

したがって議案第10号は原案のとおり可決さ

れました。 

 

◎追加日程第２ 議案第11号 

○議長（児玉眞澄君） 追加日程第２、議案

第11号、令和３年度占冠村一般会計補正予算

第６号の件を議題とします。提案理由の説明

を求めます。総務課長、三浦康幸君。 

○総務課長（三浦康幸君） 提案理由のご説

明を申し上げます。 

議案第11号、令和３年度占冠村一般会計補

正予算第６号の説明でございます。 

令和３年度占冠村一般会計補正予算第６号

は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

120万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ30億1320万円とするものでご

ざいます。 

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、第１表歳入歳出予算補正によります。 

今回は事前のご説明がございませんでした

ので事項別明細書によりご説明申し上げます。 

議案書の80ページをお願いいたします。今

回は新型コロナワクチンの追加接種に係る費

用ということでございます。こちらにつきま

しては、国庫補助がございまして14款、国庫

支出金、１項、国庫負担金、２目、衛生費国

庫負担金ということで、節で行きますと１節、

衛生費国庫負担金ということで新型コロナウ

イルスワクチン接種対象費負担金ということ

で120万円計上させていただいております。 

続きまして、歳出のご説明をさせていただ

きます。81ページでございます。歳出につき

ましては４款、衛生費、１項、保健衛生費、

２目、予防費の内の11節、役務費といたしま

して手数料２万９千円。それから委託料とい

たしまして、新型コロナウイルスワクチン接

種料117万１千円、合計120万円となってござ

います。 

以上、補正予算第６号についてご説明申し

上げました。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○議長（児玉眞澄君） これで提案理由の説

明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。３番、五十嵐正雄君。 

○３番（五十嵐正雄君） 前回１回目、２回

目のワクチンを打った時は病院の前にプレハ
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ブの小屋を２棟建ててその中で万全な体制で

取り組まれたと思っております。今回厳冬期

にもかかわらず、そういったことの予算の措

置は一切されていないわけですけども、どう

いった形で取り組んでいくのかそのへんにつ

いて考え方を伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 住民課長、伊藤俊幸

君。 

○住民課長（伊藤俊幸君） 五十嵐議員のご

質問にお答えいたします。今回の追加接種に

つきましては一般会計補正予算第５号で予算

計上させていただいておりまして、そのへん

に必要と思われる経費については計上させて

いただいております。方法につきましても今

考えているのは占冠診療所の方で前回と同じ

ような体制で行っていきたいと考えておりま

す。今回接種料について本来であれば一緒に

第５号の中で計上すべきところだったのです

けれども、そこは漏れておりまして大変申し

訳なかったのですけれども追加議案というこ

とで提出させていただきました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（児玉眞澄君） ほかに質疑ありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第11号、令和３年度占冠村一

般会計補正予算第６号の件を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。

したがって議案第11号は原案のとおり可決さ

れました。 

  

◎閉会宣言 

○議長（児玉眞澄君） 以上をもって本定例

会に付議された案件はすべて終了いたしまし

た。 

 したがって会議規則第７条の規定により本

日で閉会したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。

したがって、本定例会は本日で閉会すること

に決定いたしました。 

 これで、本日の会議を閉じます。令和３年

第７回占冠村議会定例会を閉会いたします。 

閉会 午前10時41分 
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地方自治法第 123条第２項の規定により署名する。           

         令和３年１２月２９日  

占冠村議会議長   児 玉 眞 澄 

（署 名 議 員） 

占冠村議会議員   小 林   潤 

占冠村議会議員   大 谷 元 江 


